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料

序

資

{
l
)
 

巧

FmRr巾
『
に
よ
れ
ば
、
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ

(
2
)
 

オ
ラ
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
法
学
説
は
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
・

(3) 

ル
フ
ス
に
よ
り
「
主
題
化
さ
れ
」
(
丹
r
B
M
E
M
-
2
3
、
し
ば
し
ば
こ
れ
が
そ

の
後
の
法
学
説
の
「
指
標
と
な
っ
た
」

(
g
g日岡市
σ巾
邑
)
。
岩
田
市

R
w
q
の

い
わ
ゆ
る
「
主
題
化
」
な
い
し
「
問
題
設
定
」

q
g
Z巾
自
主
的

5
・5
開)と

は
、
構
成
要
件
(
重
要
事
実
)
の
取
捨
選
択
に
よ
る
事
案
の
法
的
構
成
の

こ
と
で
あ
り
、
「
主
題
化
」
な
い
し
「
問
題
設
定
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

事
件
の
「
判
定
理
由
」
(
『
住
吉

2
号円

E
2
5
は
、
直
接
に
実
践
的
な
行

(4) 

為
関
心
か
ら
独
立
し
た
認
識
意
図
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
典

(5) 

型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
。
M
W

仲間回日同

ω-EC
に
見
ら
れ
る

(6) 

「
大
問
題
」
(
ヨ
お

E
告
白
町
田
位
。
)
、
す
な
わ
ち
「
組
合
の
本
質
」
(
ロ
己
貸
同

M
o
n
-
2
巳
互
に
関
す
る
ム
キ
ウ
ス
と
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
論
争
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
右
の
巧
芯

R
E『
の
叙
述
に
つ
い
て
筆
者
な
り
に
具

体
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
め
、
こ
れ
ま
で
紹
介
の
な
か
っ
た
の
ど
-
E
2

ω-Eψ
に
お
け
る
ム
キ
ウ
ス
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争
を
取
り
上
げ
、
そ

(7) 

の
解
釈
に
つ
い
て
の
現
代
ロ

l
マ
法
研
究
の
学
説
の
紹
介
を
通
し
て
、
古

代
ロ

l
マ
法
に
お
け
る
法
概
念
の
性
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
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本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
こ
で
は
、
の
巳
円
ロ
∞
け

仰
に
ω
に
関
す
る
史
料
的
問
題
(
欠
依
の
補
充
、
他
の
史
料
と
の
整
合
性
)

お
よ
び
ム
キ
ウ
ス
|
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
次
に
三

で
は
、
四
の
叙
述
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
、
「
組
合
」
の
発
展
史
に
関

す
る
を
お
R
rミ
説
の
基
本
的
部
分
|
|
『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』
と
『
告
示

注
解
』
の
再
構
成

i
i
を
紹
介
す
る
。
四
で
は
、
三
の
叙
述
を
前
提
と
し

て
、
ム
キ
ウ
ス
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争
の
解
釈
に
関
す
る
を
仲
間
R
r
R
説

を
紹
介
し
、
さ
ら
に
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
毛
足

R
r「
に
よ
る
反
論
を

紹
介
す
る
。
最
後
に
五
で
は
、
筆
者
な
り
の
ま
と
め
を
行
な
う
。

ム
キ
ウ
ス
|
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争

(
8
)
 

ガ
イ
ウ
ス
の
『
法
学
提
要
』
に
次
の
よ
う
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
。

。包
-
F凹
門
・
ω
Z
9
あ
る
者
が
よ
り
大
き
な
利
益
を
得
て
、
よ
り
小
さ
な

損
失
を
負
う
と
い
う
よ
う
な
組
合
が
結
ば
れ
う
る
か
否
か
と
い
う
大
問
題

が
生
じ
た
。
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
は
こ
れ
を
〈
?
〉
見
解
が
有
力

と
な
っ
た
|
|
か
よ
う
な
合
意
に
よ
り
彼
を
組
合
に
加
入
さ
せ
る
の
が
公

平
で
あ
る
ほ
ど
に
彼
の
労
務
が
高
価
で
あ
る
と
観
ぜ
ら
れ
る
場
合
だ
け
は



か
よ
う
な
組
合
が
結
ば
れ
う
る
と
判
定
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
あ
る
者
が

損
害
を
ま
っ
た
く
負
わ
ず
、
し
か
し
利
益
の
一
部
を
得
る
と
い
う
よ
う
な

組
合
も
結
ば
れ
う
る
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
者
の
労
務
は
し

ば
し
ば
金
銭
と
同
じ
価
値
を
も
つ
の
だ
か
ら
、
一
方
が
金
銭
を
提
供
し
、

他
方
は
提
供
せ
ず
、
し
か
し
利
益
は
彼
ら
の
聞
で
共
通
と
す
る
と
い
う
よ

う
に
も
組
合
が
結
ば
れ
う
る
こ
と
は
確
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(9) 

ヴ
エ
ロ
ナ
写
本
に
は
欠
依
は
な
い
ら
し
い
が
、
〈
?
〉
で
示
し
た
部
分

に
は
明
ら
か
に
文
章
が
欠
落
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ

(
日
)

『
法
学
提
要
』
に
次
の
よ
う
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
。

ヌ
帝
の

Gai. Inst. 3. 149について

-
ロ
印
門
-
U
N
m
-
N
・
次
の
よ
う
な
合
意
に
つ
き
問
題
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
と
セ
イ
ウ
ス
の
問
で
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
利
益
の
三
分
の

こ
と
損
失
の
三
分
の
一
が
属
し
、
セ
イ
ウ
ス
に
損
失
の
三
分
の
こ
と
利
益

の
三
分
の
一
が
属
す
る
と
い
う
約
束
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
の
合
意
を

有
効
と
認
め
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム

キ
ウ
ス
は
、
か
よ
う
な
約
束
は
組
合
の
本
質
に
反
し
、
そ
れ
ゆ
え
有
効
と

認
め
る
べ
き
で
な
い
と
判
定
し
た
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
は

彼
の
見
解
が
有
力
に
な
っ
た

i
i
〔
ム
キ
ウ
ス
と
は
〕
反
対
に
判
断
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
組
合
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
、
あ
る
者
達
の
労
務
は
、

彼
ら
を
よ
り
よ
い
条
件
で
組
合
に
加
入
さ
せ
る
の
が
正
当
で
あ
る
ほ
ど
に

高
価
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
が
金
銭
を
提
供
し
、
他
方
が
提

供
せ
ず
、
し
か
し
利
益
は
両
者
の
聞
で
共
通
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
も
組

合
が
結
ば
れ
う
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
者
の
労
務
は

し
ば
し
ば
金
銭
と
同
じ
価
値
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス

ル
ピ
キ
ウ
ス
は
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
の
見
解
に
反
し
て
さ
ら
に
論

じ
る
。
あ
る
者
が
利
益
の
一
部
を
受
け
取
り
、
損
害
を
負
担
し
な
い
と
い

う
合
意
も
可
能
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
の
こ
と
は
彼
自
身
も
自
ら
の
見
解
に

一
致
す
る
も
の
と
考
え
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
〔
利
益
〕
は
次
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
行
為
で
利
益
が
、
別
の

行
為
で
損
害
が
生
じ
た
場
合
は
〔
損
害
が
〕
差
し
引
か
れ
た
後
に
残
っ
て

い
る
も
の
が
利
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

後
者
が
真
正
で
あ
れ
ば
前
者
の
欠
鉄
は

は
こ
れ
を
〈
組
合
の
本
質
に
反
す
る
も
の
と
見
る
が
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・

ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
は
|
|
彼
の
〉
見
解
が
有
力
に
な
っ
た
l
|
」
と
で
も
補

(
日
)

充
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
改
鼠
(
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ

チ
オ
)
説
と
真
正
説
が
対
立
し
て
い
る
。

(ロ)

改
家
説
の
最
大
の
論
拠
は
前
者
に
お
い
て
ム
キ
ウ
ス
の
理
由
づ
け
が
欠

け
て
い
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
二
世
紀
に
書
か
れ
た
ガ
イ
ウ
ス
の

「
法
学
提
要
』
に
は
存
在
せ
ず
、
後
六
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
ユ
ス
テ
ィ
ニ

ア
ヌ
ヌ
帝
の
『
法
学
提
要
』
に
だ
け
見
ら
れ
る
こ
と
が
後
に
改
寵
さ
れ
た

(
日
)

証
拠
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
真
正
説
は
後
者
の
ほ
う
が
む
し
ろ
古
典
的

で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ガ
イ
ウ
ス
法
文
に
お
け
る
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス

説
と
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
『
法
学
提
要
』
に
お
け
る
そ
れ
と
を
比
較

す
る
と
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
同
一
組
合
員
に
対
し
損
益
が
不
均
衡
に
分

「
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス

北法44(6・403)1815



料

配
さ
れ
る
合
意
が
有
効
と
さ
れ
る
の
は
、
か
よ
う
な
合
意
に
よ
り
彼
を
組

合
に
加
入
さ
せ
る
の
が
公
平
で
あ
る
ほ
ど
に
彼
の
労
務
が
干
高
価
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
個
人
の
労
務
の
特
別
な

価
値
は
損
益
の
不
均
衡
な
分
配
を
許
す
た
め
の
条
件
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
存
否
は
審
判
人
が
そ
の
都
度
こ
れ
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、
あ
る
組
合
員
の
労
務
の
特
別
な
価
値
は
損
益
の

不
均
衡
な
分
配
を
許
す
た
め
の
理
由
と
な
っ
て
お
り
、
審
判
人
は
労
務
が

か
よ
う
な
合
意
を
許
す
ほ
ど
に
高
価
か
ど
う
か
を
調
べ
る
必
要
は
な
く
、

組
合
員
の
聞
で
か
よ
う
な
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
だ
け
を
調
べ
れ
ば
よ

い
。
両
法
文
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
説
の
違
い
を
、
契

(U) 

約
法
に
お
け
る
合
意
の
自
由
と
い
う
古
典
期
の
原
則
|
}
こ
れ
に
対
立

す
る
の
は
給
付
と
反
対
給
付
の
等
価
性
と
い
う
後
世
典
期
の
原
則
|
|
に

照
ら
し
て
み
れ
ば
、
後
者
の
ほ
う
が
古
典
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
後
者
に
つ
い
て
は
真
正
説
と
改
鼠
説
が
対
立
し
て
お
り
、

両
説
の
対
立
が
な
お
止
揚
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ガ
イ
ウ
ス
法
文
の
欠
侠

が
ど
の
よ
う
に
補
充
さ
れ
る
べ
き
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
な
の
は
、
後
者
が
真
正
か
改
鼠
か
(
ム
キ
ウ
ス
が
「
組
合
の
本
質
に

反
す
る
」
と
い
う
理
由
づ
け
を
実
際
に
用
い
て
い
る
か
ど
う
か
)
よ
り
も
、

む
し
ろ
ム
キ
ウ
ス
と
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
法
概
念
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
組
合
と
い
う
法
概
念
に
つ
き
ム
キ
ウ
ス
と
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
い
わ

資

ば
正
反
対
の
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
法
概
念
が
法
家
ご
と
に
こ
れ
ほ
ど

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
法
概
念
と
は
決
し
て
明
確
な
も
の
で

(
日
)

は
な
く
、
相
対
的
で
暖
昧
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
損
益
の
分
配
を
均
等
に
す
る
組
合
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
、

セ
ル
ウ
ィ
ル
ス
は
も
ち
ろ
ん
ム
キ
ウ
ス
も
承
認
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
方

(
日
)

で
、
一
人
の
組
合
員
だ
け
が
利
益
を
得
る
い
わ
ゆ
る
「
獅
子
組
合
」

(
的
。

2
2
g
r
o
E
S
)
が
無
効
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ム
キ
ウ
ス
は
も

ち
ろ
ん
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
に
も
異
論
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
概
念
は

多
く
の
場
合
(
典
型
事
例
)
に
は
法
家
に
よ
り
差
が
な
い
が
、
限
界
事
例

(
げ
)

に
お
い
て
は
暖
昧
で
あ
る
(
関
か
れ
て
い
る
)
と
言
え
る
。
(
四
)

と
こ
ろ
で
、
両
法
文
と
一
見
矛
盾
す
る
叙
述
が
『
学
説
集
纂
』
に
見
ら

北法44(6・404)1816

れ
る
。
Ez--0
・コ
-
N
ω
c
a
∞
ち
)
一
ム
キ
ウ
ス
は
〔
『
市
民
法
』
〕
一
四
巻
で
、

各
組
合
員
が
損
害
と
利
益
の
割
合
を
別
々
に
す
る
と
い
う
よ
う
に
は
組
合

は
結
び
え
な
い
と
書
い
て
い
る
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
ム
キ
ウ
ス
に
注
釈
し

て
述
べ
る
。
か
よ
う
な
組
合
は
結
び
え
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
損

害
が
差
し
引
か
れ
な
け
れ
ば
利
益
の
額
は
不
明
で
あ
る
し
、
あ
ら
ゆ
る
利

益
が
差
し
引
か
れ
な
け
れ
ば
損
害
の
額
は
不
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。

し
か
し
、
利
益
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
損
害
を
差
し
引
い
た
後
に
残
っ
て

い
る
も
の
の
一
部
が
得
ら
れ
、
同
様
に
〔
あ
ら
ゆ
る
利
益
を
差
し
引
い
た

後
に
〕
残
っ
て
い
る
損
害
の
、
利
益
と
は
異
な
る
一
部
が
負
担
さ
れ
る
と



Gai. Inst. 3. 149について

い
う
よ
う
に
組
合
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
る
o

ガ
イ
ウ
ス
法
文
と
『
法
学
提
要
』
法
文
に
お
い
て
は
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は

ム
キ
ウ
ス
に
反
対
し
て
い
る
の
に
、
本
法
文
に
お
い
て
は
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス

は
何
故
ム
キ
ウ
ス
に
賛
成
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(ω) 

本
法
文
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
様
々
な
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
理
由
づ
け
(
「
な
ぜ
な
ら
」
以
下
)
は
理
由
に

(
初
)

な
っ
て
い
な
い
と
し
て
理
解
に
苦
し
む
説
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
ム
キ
ウ
ス

(
幻
)

を
誤
解
し
て
い
る
と
い
う
説
、
パ
ウ
ル
ス
の
文
章
を
『
学
説
業
纂
』
の
編

(m) 

纂
者
が
改
鼠
し
た
と
い
う
説
、
等
々
で
あ
る
が
、
こ
の
矛
盾
を
古
典
法
家

や
『
学
説
葉
纂
』
の
編
纂
者
の
所
為
に
せ
ず
、
ガ
イ
ウ
ス
法
文
お
よ
び
『
法

(
幻
)

学
提
要
』
法
文
と
本
パ
ウ
ル
ス
法
文
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
説
も
あ
る
。

こ
の
説
に
よ
れ
ば
本
法
文
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
損
益
の
割
合
を
不

均
衡
に
す
る
組
合
は
、
組
合
の
本
質
に
反
し
無
効
で
あ
る
(
ム
キ
ウ
ス
)

ば
か
り
で
な
く
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
概
念
的
に
成
立
し
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
一
個
の
行
為
に
お
い
て
利
益
と
損
害
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と

は
あ
り
え
ず
、
あ
り
う
る
の
は
利
益
か
損
害
か
の
ど
ち
ら
か
一
方
だ
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
損
益
を
不
均
衡
に
分
配
す
る
合
意
が
一
個
の
行
為

の
清
算
に
関
す
る
限
り
で
は
、
か
よ
う
な
組
合
は
不
公
平
な
も
の
と
し
て

否
定
さ
れ
る
(
ム
キ
ウ
ス
)
だ
け
で
な
く
、
論
理
矛
盾
・
概
念
矛
盾
す
る

(
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
)
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
ム
キ
ウ

ス
の
結
論
に
賛
成
し
、
か
よ
う
な
組
合
は
結
び
え
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、

法
文
の
後
半
で
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
別
の
見
解
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
一
個

の
行
為
で
は
な
く
別
々
の
行
為
に
つ
い
て
の
合
意
で
あ
れ
ば
、
損
益
の
不

均
衡
な
分
配
も
可
能
で
あ
る
、
と
。
ま
さ
に
こ
の
点
で
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス

は
ム
キ
ウ
ス
を
修
正
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(M) 

か
よ
う
な
解
釈
の
傾
向
は
す
で
に
注
釈
学
派
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

。。Z
4
m
〉
呂
雪
印
固
定
的
)
い
そ
れ
ゆ
え
ム
キ
ウ
ス
は
、
こ
の
〔
損
益
の
不
均

衡
な
分
配
の
〕
合
意
を
組
合
の
本
質
に
反
す
る
も
の
と
し
て
否
定
し
た
。

こ
れ
に
対
し
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
一
つ
の
組
合
に
利
益
と
損
害
は
〔
同
時

に
は
〕
存
在
し
え
な
い
と
し
て
こ
の
合
意
を
否
定
し
た
。

j去川

堂主
主主 の
とよ

法ユ
f壁
矛ヲ
ーれ

Zば
本
iパ
去ウ
旦ル

ドス』法
理師文
字は
カ桐

る
、イ
」ウ
と
がス
ザ芯 法
主文

Z§f 
ぴ

巧
ぽ

R
Z「
に
よ
る
古
典
文
献
の
再
構
成

ム
キ
ウ
ス
が
組
合
員
聞
に
お
け
る
損
益
の
不
均
衡
な
分
配
の
合
意
を
許

さ
な
い
(
い
わ
ば
「
組
合
」
概
念
に
包
摂
し
な
い
)
の
に
対
し
、
セ
ル
ウ

ィ
ウ
ス
が
一
定
の
場
合
に
こ
れ
を
許
す
(
包
摂
す
る
)
理
由
は
何
で
あ
ろ

(
お
)

う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
者
汚

R
r『
が
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
が
、

北法44(6・405)1817 



料

こ
れ
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
者
ぽ
R
r
2
説
の
基
本
的
部
分
を
ま
ず
見

て
お
く
こ
と
に
す
る
。

者
ぽ
曲
円

r
q
説
の
基
本
的
部
分
と
は
、
古
典
文
献
の
再
構
成
(
パ
リ
ン

(
幻
)

ゲ
ネ
シ
ア
)
の
部
分
で
あ
る
。
本
稿
で
は
丹
念
に
こ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と

に
す
る
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
ム
キ
ウ
ス
|
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争
に
つ

い
て
の
巧

-gnrq
説
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
基
本
的
部
分
の
理
解
が

必
要
不
可
欠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
そ
の

紹
介
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
第
二
の
理
由

は
、
を
ル
巾
R
r
m『
に
よ
る
再
構
成
の
作
業
が
、
個
別
的
事
案
の
中
に
一
般

(
お
)

的
準
則
を
見
、
一
般
的
準
則
の
中
に
個
別
的
事
案
を
見
る
と
い
う
法
学
的

思
考
様
式
の
古
典
的
形
態
を
見
事
に
具
現
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
下
で
見
る
よ
う
に
項
目

g
n
r
q
の
作
業
は
、

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
、
パ
ウ
ル
ス
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
の
三
大
『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』

か
ら
サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
の
文
章
を
再
構
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

が
、
大
部
分
の
史
料
で
サ
ピ
ヌ
ス
の
文
章
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
再
構

成
の
作
業
は
、
事
案
の
変
奏
曲
(
司
白

Z
S
ユ
E
Z
)
を
展
開
す
る
『
サ
ピ
ヌ

ス
注
解
』
(
い
わ
ば
判
決
に
相
当
す
る
)
か
ら
主
旋
律
と
し
て
の
サ
ビ
ヌ

ス
『
市
民
法
』
(
い
わ
ば
条
文
に
相
当
す
る
)
を
論
理
的
に
(
前
述
の
意

味
で
法
学
的
に
)
推
論
す
る
と
い
う
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
逆
に
再

構
成
の
結
果
、
原
則
と
し
て
の
サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
と
、
こ
れ
を
基
に

資

個
別
的
事
業
の
解
決
を
図
る
『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』
と
の
関
係
が
明
ら
か
と

な
る
の
で
あ
る
。

北法44(6・406)1818

( 

) 

『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』

史
料
が
伝
え
る
の
は
一
見
、
諾
成
契
約
と
し
て
の

8
2
2
8
だ
け
の
よ

う
に
見
え
る
が
、
ぜ
宅
一
巾
R
r
m『
に
よ
れ
ば
、
由
来
を
異
に
す
る
二
種
類
の

8
2
2
8
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
合
意
に
基
づ
か
な
い
市

民
法
上
の

8
♀

2
8
と
、
他
人
間
の
合
意
に
基
づ
く
諾
成
契
約
と
し
て
の

(
m
U
)
 

8
2
2
2
で
あ
る
。

『
学
説
集
纂
』
一
七
巻
二
章
「
組
合
訴
権
に
つ
い
て
」
は
、
第
五
二
法

文
を
境
に
し
て
二
つ
の
部
分
に
大
別
さ
れ
、
前
半
部
分
で
は
市
民
法
体
系

(ω) 

が
、
後
半
部
分
で
は
告
示
注
解
体
系
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
ま
ず
前
者
に

つ
き
t

ヨ
g
n
r
q
は
三
大
『
サ
ビ
ヌ
ス
注
解
』
(
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
三

O
巻、

パ
ウ
ル
ス
六
巻
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
一
一
一
巻
、
二
二
巻
)
か
ら
サ
ピ
ヌ
ス
『
市

民
法
』
の
再
構
成
を
試
み
る
。

サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
の
最
初
の
文
章
は
次
の
法
文
に
見
ら
れ
る
。

cs・0
口
N

J
可

3
0
2
F
)
・
簡
単
に
〔
無
条
件
で
〕
も
組
合
を
結
び
う
る
。

取
り
決
め
が
な
い
場
合
に
も
、
利
井
か
ら
生
じ
る
こ
と
す
べ
て
に
つ
い
て

組
合
が
結
ば
れ
た
も
の
と
観
ぜ
ら
れ

μ。



最
初
の
文
章
が
サ
ピ
ヌ
ス
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
者
芯

R
r
q
説
の
登

(
辺
)

場
以
前
か
ら
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
た
が
、
ぎ
芯
同
門
F

内
町
『
に
よ
れ
ば
第
二

の
文
章
も
ま
た
サ
ピ
ヌ
ス
の
文
章
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
サ
ピ
ヌ
ス
の
「
利

益」

(
2
5
2
Z
M
)
に
パ
ウ
ル
ス
が
注
釈
し
て
い
る
(
司
吋
・
∞
・
司
『

H
O
e

ヲ
J

H
N
)

か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
サ
ピ
ヌ
ス
が
相
続
、
遺
贈
、
死
因
・
生
前
贈

与
を
「
利
益
」
に
数
え
て
い
な
い
こ
と
を
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
が
引
用
し
て
い

る(司『・

3
か
ら
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
は
、

彼
が
回

2
5
8
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
市
民
法
上
の
関
係
の
成
立
根
拠
か
ら
そ

(
ね
)

の
叙
述
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

サ
ピ
ヌ
ス
の
叙
述
は
組
合
結
成
時
の
取
り
決
め
に
進
む
。

Gai. Inst. 3. 149について

C
6・0

コ
N
E
(
ω
。
∞
与
・
)
一
組
合
員
の
問
で
一
定
期
間
は
共
有
物
を
分

割
し
な
い
と
合
意
さ
れ
た
場
合
に
、
組
合
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
と
合
意
さ

れ
た
も
の
と
は
観
ぜ
ら
れ
な
い
。

4
5
m
R
r
q
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
章
が
サ
ピ
ヌ
ス
の
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
が
サ
ビ
ヌ
ス
の
「
合
意
す
る
」

(
鈍
)

(
円
。
ロ
〈

2
5
)
に
注
釈
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
三
大
『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』

が
い
ず
れ
も
組
合
の
「
解
散
通
告
」
(
『

2
5
5
E
)
を
論
じ
て
い
る
笥
『

5
・可『‘】
U
Y

司「
-
H
S
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
本
法
文
か
ら
、
サ
ピ
ヌ
ス
が

共
有
物
不
分
割
の
合
意
と
組
合
終
了
の
合
意
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
、
彼

が
組
合
に
必
要
な
要
素
と
し
て
共
有
物
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
|
|

古
典
期
に
は
あ
り
え
な
い
前
提
で
あ
る

i
!
こ
と
、
彼
が
組
合
の
「
解
散

通
告
」
の
こ
と
を
「
組
合
か
ら
抜
け
る
」
(
白
Z
2
8巳
め

S
Z
)
と
呼
ん
で

(
お
)

い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
共
有
物
不
分
割
の
合
意
に
つ
い
て
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
叙

述
が
あ
る
。

口
一
司
・
ロ
コ

N
a
z
-
-
(
S
F
σ
)白
〔
共
有
物
を
〕
分
割
し
な
い
と
合
意
し

た
者
は
そ
れ
ゆ
え
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
こ
れ
を
売
却
し
え
ず
、
ま
た

こ
れ
と
は
異
な
る
方
法
で
分
割
を
実
現
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
の
文
章
が
サ
ピ
ヌ
ス
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
、
そ
う

解
し
た
ほ
う
が
巧

5
R
rミ
説
に
有
利
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
重
要
な

こ
と
と
し
て
者
5
R
Z「
が
指
摘
す
る
の
は
、
サ
ピ
ヌ
ス
(
少
な
く
と
も

『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』
の
著
者
逮
)
が
解
散
通
告
だ
け
で
な
く
共
有
物
の
現

実
的
分
割
を
組
合
の
解
散
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
解
散
通
告
の

排
除
が
「
分
割
し
な
い
と
い
う
合
意
」

e
R
Z
B
ロ巾

E
S
E
Zこ
と
理
解

(
お
)

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

サ
ピ
ヌ
ス
は
さ
ら
に
共
有
財
産
に
対
す
る
組
合
員
の
処
分
権
に
つ
い
て

北法44(6・407)1819

論
じ
る
。
C
-勺
'
U
8
5
M
m
3
0
V『
)
・
他
人
〔
共
有
者
〕
の
意
に
反
し
て
〔
共

者
物
を
〕
譲
渡
し
う
る
者
は
、
彼
〔
他
人
〕
が
不
知
で
も
不
在
で
も
こ
れ

を
な
し
う
る
。



料

当

-g門
田
内
市
『
に
よ
れ
ば
本
法
文
は

F
・

5
・
H

(

前
掲
)
に
続
く
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
サ
ピ
ヌ
ス
は
個
々
の
組
合
員
に
よ
る
共
有
財
産
の
自
由
な

処
分
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
ガ
イ
ウ
ス
が
コ
ン
ソ
ル
チ

ウ
ム
な
い
し
法
律
訴
訟
に
よ
る
模
倣
コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
を
も
っ
ぱ
ら
念
頭

に
置
い
て
い
た
(
つ
ま
り
、
共
有
財
産
と
は
も
っ
ぱ
ら
相
続
財
産
を
意
味

(
幻
)

し
て
い
た
)
こ
と
が
ガ
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
』
新
断
片
の
発
見
に
よ
り
明

(
お
)

ら
か
に
な
っ
た
。

資

。州E'
目白日け

ω
同
町
一
品
・
我
々
が
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
組
合
、
す
な
わ
ち
単
な

る
合
意
に
よ
り
結
ぼ
れ
る
組
合
は
万
民
法
に
属
し
、
そ
れ
ゆ
え
自
然
の
提

に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
問
に
存
在
す
る

0
5
2
し
か
し
、
こ
れ
と
は

別
種
の
、
ロ

1
マ
市
民
に
関
有
の
組
合
が
存
在
す
る
。
と
い
う
の
も
、
家

長
の
死
亡
後
に
自
権
相
続
人
の
間
で
、
合
法
的
で
同
時
に
自
然
的
な
組
合

が
か
つ
て
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は

q
2
0
口。ロ

2
g
、
す
な
わ
ち

「
分
割
さ
れ
な
い
所
有
権
〔
に
よ
る
組
合
〕
」
と
呼
ば
れ
た
。
均
三
宮
冒
と
は

所
有
権
の
こ
と
で
、
そ
れ
ゆ
え
所
有
者
は

2
5
と
呼
ば
れ
る

0
2
2
と
は

分
割
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
こ
れ
を

g
a
m
p
ぉ
S
2・
全
〈
ヤ

島
市

Z
〔
い
ず
れ
も
「
分
け
る
」
の
意
〕
と
言
う
。
同
町
会
一
こ
れ
と
同
じ
組

合
を
欲
す
る
他
の
〔
自
権
相
続
人
以
外
の
〕
者
も
、
法
務
官
の
面
前
に
法

律
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
兄
弟
の
組
合
、
あ
る
い
は
自
権
相
続
人
た
る
兄
弟
の
例
に
倣
っ
て
組
合

を
結
ん
だ
そ
れ
以
外
の
者
逮
の
組
合
に
固
有
な
こ
と
は
:
:
:
。

組
合
結
成
時
の
取
り
決
め
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
次
の
法
文

(
ぬ
)

が
あ
る
。
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2
2
y
u

コ-
N

印匂・司『・
(
H
N
m
ち
・
)
一
組
合
は
組
合
員
の
死
亡
に
よ
り
消

滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
続
人
を
組
合
に
承
継
さ
せ
る
こ
と
を
最
初
か

ら
約
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
サ
ピ
ヌ
ス
は
こ
れ
を
私
的
な
組
合
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
徴
税
人
組
合
に
あ
た
っ
て
は
:
:
:
。

サ
ピ
ヌ
ス
の
叙
述
は
、
組
合
結
成
時
の
取
り
決
め
に
続
き
、
あ
る
組
合

員
が
単
独
で
(
他
の
組
合
員
の
同
意
な
く
)
第
三
者
を
組
合
に
加
入
さ
せ

た
場
合
の
法
律
関
係
に
進
む
。

ce・
o・-叶
N

・
5(ω
。
∞
白
『
)
一
組
合
員
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
者
は
、

彼
を
受
け
入
れ
た
者
に
対
し
て
の
み
組
合
員
で
あ
る
。

こ
れ
が
サ
ピ
ヌ
ス
の
文
章
で
あ
る
こ
と
は
、
直
後
の
「
正
し
く
も
」

(ωy 

(
2
5
2巾
)
と
い
う
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
注
釈
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
サ
ピ
ヌ
ス
の
「
受
け
入
れ
た
」

(
E
E
S
)
に
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
が
注
釈
し

(
M
M
)
 

て
い
る
(
司
『
目

Nω
・
胃
・
)
こ
と
、
同
じ
く
サ
ピ
ヌ
ス
の
「
受
け
入
れ
た
」
を

め
ぐ
り
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
や
パ
ウ
ル
ス
が
第
三
の
組
合
員
に
よ
り
利
益
あ

る
い
は
損
害
が
組
合
に
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
笥
『
'

お
-

H

・
P

-

N

印・

0
・

5
・
N
'
A
ぶ
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
い
ず
れ
の
法
文
に
お

い
て
も
加
入
を
許
さ
れ
た
者
に
対
す
る
・
彼
を
単
独
で
受
け
入
れ
た
者
の

責
任
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
第
三
者
が
共
有
者
で
な
い



(
必
)

こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
史
料
に
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
が
、
サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』

に
「
い
か
に
し
て
組
合
が
結
ぼ
れ
る
か
」

2
5自
a
c
g
E『
日

2
5
C
M
)

と
い
う
章
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

Gai. Inst. 3. 149について

C
6
0
5・印・

5
(
S
V
U
)・
〔
一
定
の
価
額
〕
よ
り
多
く
売
っ
た
分
に

つ
い
て
は
君
が
得
る
よ
う
に
と
の
条
件
で
二
疋
の
価
額
で
売
却
さ
れ
る
べ

き
物
を
私
が
君
に
与
え
た
と
い
う
場
合
は
、
委
任
訴
権
も
組
合
訴
権
も
成

立
せ
ず
、
事
務
管
理
訴
権
に
準
じ
る
事
実
訴
権
が
与
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

委
任
は
無
償
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔
が
こ
の
場
合
は
そ
う
で
な
い
〕
か

ら
で
あ
り
、
ま
た
売
却
に
つ
き
君
を
組
合
員
と
し
て
受
け
入
れ
ず
二
疋
の

価
額
を
受
け
取
る
者
〔
私
〕
に
あ
っ
て
は
組
合
を
結
ん
だ
と
は
観
ぜ
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
一
一
巻
で
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。
君
が
私
の
土
地
に
建
物
を
建
て
た
後
に
君
は
私
に
持

分
を
返
却
す
る
と
の
条
件
で
私
が
君
に
土
地
を
与
え
た
と
い
う
場
合
、
こ

れ
は
売
買
で
は
な
い
。
私
が
受
け
取
る
の
は
売
買
代
金
で
は
な
く
私
の
物

の
一
部
だ
か
ら
で
あ
る
。
委
任
で
も
な
い
。
無
償
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

組
合
で
も
な
い
。
組
合
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
誰
も
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を

や
め
な
い
〔
が
こ
の
場
合
は
そ
う
で
な
い
〕
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
教

育
さ
れ
る
べ
き
未
成
熟
奴
隷
あ
る
い
は
養
わ
れ
る
べ
き
家
蓄
あ
る
い
は
養

わ
れ
る
べ
き
未
成
熟
奴
隷
を
私
が
君
に
与
え
、
数
年
後
に
未
成
熟
奴
隷
あ

る
い
は
家
蓄
を
売
却
し
、
そ
の
価
額
を
我
々
の
問
で
共
有
と
す
る
と
い
う

場
合
は
、
土
地
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
は
事
情
が
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
場
合
か
つ
て
の
所
有
者
〔
私
〕
は
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
組
合
訴
権
が
行
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
私
が
未
成
熟
奴
隷
の
所
有
権
を
君
に
移
転
し
た
場
合
は
、
所
有

権
は
第
一
の
所
有
者
〔
私
〕
に
及
ん
で
い
な
い
の
だ
か
ら
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス

は
土
地
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
じ
こ
と
を
言
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
何

か
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
事
実
訴
権
が
与
え
ら
れ
る
べ
し
と
一
言
う
。
そ
れ
は
す

な
わ
ち
前
書
訴
権
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
自
体
あ
る
い
は
そ
の
価

額
を
共
有
と
す
る
と
い
う
条
件
で
、
あ
る
者
が
土
地
の
所
有
権
を
移
転
せ

ず
、
君
が
〔
そ
の
土
地
に
〕
建
物
を
建
て
る
こ
と
を
許
し
た
と
い
う
場
合
、

こ
れ
は
組
合
で
あ
ろ
う
。
所
有
権
の
一
部
を
移
転
し
一
部
を
移
転
せ
ず
、

あ
と
は
同
じ
条
件
で
建
築
を
許
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

本
法
文
で
は
組
合
訴
権
の
限
界
(
そ
の
指
標
は
所
者
権
が
留
保
さ
れ
て

い
る
か
否
か
)
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
次
の
法
文
も
こ
の
失
わ
れ
た
章

(
刊
日
)

に
属
す
る
。

C
6
0・
コ
ド
N
ゆ

同

(ω

。
∞
ち
)
a

〔
組
合
員
の
〕
一
方
が
損
害
を
ま
っ
た

く
負
担
せ
ず
、
し
か
し
利
益
は
共
通
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
組
合
を
結
び

う
る
と
カ
ッ
シ
ウ
ス
は
判
定
す
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
組
合
は
、
サ
ピ

ヌ
ス
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
労
務
が
損
害
と
同
じ
価
値
を
有
す
る
場
合

に
の
み
有
効
で
あ
ろ
う
。
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本
法
文
に
続
く
数
箇
所
(
司

ω
H
・

P
・

2
・
司
-
g
-
F
ω
斗
)
は

(HH) 

を
お

R
r
q
に
よ
れ
ば
非
古
典
的
で
あ
り
、
サ
ピ
ヌ
ス
の
叙
述
は
訴
権
に

関
す
る
問
題
へ
と
進
む
。



料

E
z
-
-
O
H
斗

N
'
N斗
(
⑦
印
白
『
・
)
一
組
合
存
続
中
に
負
わ
れ
た
債
務
は
、
組
合

終
了
後
に
支
払
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
共
有
財
産
か
ら
支
払

(
必
)

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

資

本
法
文
で
ザ
ピ
ヌ
ス
は
組
合
訴
権
に
よ
る
清
算
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

が
、
垣
見
出
円
}
両
市
『
に
よ
れ
ば
、
サ
ピ
ヌ
ス
は
組
合
訴
権
に
つ
い
て
だ
け
で

な
く
共
有
物
分
割
訴
権
一
般
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
サ

ピ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
、
彼
が
印
2
5
S∞
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
共
有

関
係
と
、
そ
の
関
係
か
ら
生
じ
う
る
訴
権
が
問
題
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の

は
、
本
法
文
に
お
け
る
サ
ピ
ヌ
ス
の
文
章
に
つ
な
が
る
の
は
共
有
物
分
割

訴
権
に
共
通
す
る
叙
述
さ

6
・
0

5

N

Z

・
0
5
ω
ω
-
0・
5
ω
-

N
H
一
旬
。
呂
田
y
c・
ω
-
A
H
a
m
y
u
-
H
0・
N
A
H
印
-
U
'
H
ω
ω
-
N
C・
O
-
H
H
-
N
H
-

(
必
)

E
z
-
u
E
N
主
・

0
・
5
・
ω
呂
)
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
学
説
集
纂
』
の

編
纂
者
は
、
本
来
は
一
体
で
あ
っ
た
素
材
(
組
合
訴
権
)
か
ら
共
有
物
分

割
訴
権
に
関
す
る
諸
法
文
を
抜
き
出
し
、
こ
れ
ら
を
適
当
な
場
所
(
『
学

説
集
纂
』
一

O
巻
二
章
「
家
産
分
割
訴
権
に
つ
い
て
」
お
よ
び
一

O
巻
三

章
「
共
有
物
分
割
訴
権
に
つ
い
て
」
)
に
移
し
、
そ
の
結
果
、
一
七
巻
二

章
「
組
合
訴
権
に
つ
い
て
」
に
は
訴
訟
法
上
の
担
保
問
答
契
約
に
関
す
る

(U) 

法
文
(
匂
『
・
ω
∞
ご
と
訴
権
競
合
に
関
す
る
諸
法
文
(
後
述
)
が
残
さ
れ
た

(
必
)

の
で
あ
る
。

訴
権
競
合
に
つ
き
、
組
合
訴
権
と
共
有
物
分
割
訴
権
の
競
合
を
扱
う
サ

(
M
U
)
 

ピ
ヌ
ス
の
文
章
は
存
在
せ
ず
、

権
の
競
合
か
ら
始
ま
る
。

サ
ピ
ヌ
ス
の
叙
述
は
組
合
訴
権
と
窃
盗
訴

北法44(6・410)1822 

c
e・
o・-吋
N
'

品印

(
ω
c
r
u・
)
あ
る
組
合
員
が
〔
共
有
物
を
〕
詐
欺
に
よ

り
あ
る
い
は
悪
意
に
よ
り
横
領
し
た
場
合
は
、
彼
は
共
有
物
を
原
因
と
し

て
窃
盗
訴
権
に
よ
り
訴
求
さ
れ
う
る
。

こ
の
文
章
が
サ
ピ
ヌ
ス
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
法
文
と
直
接
つ
な

が
る
法
文
句
『
・
巴
)
が
組
合
訴
権
と
窃
盗
訴
権
の
競
合
を
論
じ
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
、
両
法
文
の
聞
に
訴
権
競
合
に
か
か
わ
る
諸
法
文
|
1
F

(

印

)

(

日

)

合
唱
司
「
品
。
-
組
合
訴
権
と
窃
盗
訴
権
、

-
J
2・
司
『
:
組
合
訴
権
と
窃
盗

(
臼
)

を
原
因
と
す
る
不
当
利
得
、
司
会

r
p
品
∞
・
弓
・
印
0
・
組
合
訴
権
と

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
訴
権
(
い
ず
れ
の
法
文
も
サ
ピ
ヌ
ス
の
命
題
の
)
般
化

(
日
)

な
い
し
限
定
に
か
か
わ
る
)
|
|
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

サ
ピ
ヌ
ス
の
叙
述
は
い
っ
た
ん
、
合
意
に
よ
ら
な
い
市
民
法
上
の
組
合

(
日
)

か
ら
全
財
産
の
組
合
へ
と
転
じ
る
。

c
e
o
H
N
N
e
m
N
E
3
H
a
)
E
逆
に
、
全
財
産
の
組
合
員
が
人
格
権
訴

訟
に
お
い
て
有
責
判
決
を
受
け
、
あ
る
物
〔
損
害
額
〕
を
給
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
に
、
彼
が
共
有
物
か
ら
こ
れ
を
得
て
〔
原
告
に
〕

給
付
し
う
る
か
否
か
が
父
祖
逮
に
あ
っ
て
も
問
題
と
さ
れ
る
。
。
ア
テ
ィ
リ

キ
ヌ
ス
、
サ
ピ
ヌ
ス
、
カ
ァ
ン
ウ
ス
は
、
彼
が
審
判
人
の
不
法
に
よ
り
有

責
判
決
を
受
け
た
場
合
は
彼
は
〔
共
有
物
か
ら
損
害
額
を
〕
得
る
が
、
彼

自
身
の
不
法
に
よ
り
〔
有
責
判
決
を
受
け
た
〕
場
合
は
彼
自
身
が
損
害
を



負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
答
し
て
い
る
。

し
か
し
、
次
の
法
文
で
サ
ピ
ヌ
ス
は
再
び
市
民
法
上
の
組
合
を
前
提
に

し
て
い
る
。

c
f・0
・
コ
-
N
m
ω
(
ω

。FF)一
窃
盗
あ
る
い
は
他
の
悪
行
に
よ
り
得
ら
れ

た
も
の
を
組
合
に
持
ち
込
ん
で
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

を

FEn-内
市
『
に
よ
れ
ば
、
サ
ピ
ヌ
ス
が
本
法
文
の
直
前
で
人
格
権
訴
訟

で
組
合
員
が
有
責
判
決
を
受
け
た
場
合
の
清
算
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
本
法
文
の
前
提
と
な
り
、
さ
ら

に
敗
訴
の
分
担
に
関
す
る
一
一
一
大
『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』
の
叙
述
(
司
『
・
印
品
i

・

(
日
)

甲
山
町
・
中
京
)
の
動
機
と
も
な
っ
て
い
る
。

サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
の
最
後
の
痕
跡
は
次
の
法
文
に
見
ら
れ
る
。

Gai. Inst. 3. 149について

c
f
o
M叶
'M・
8
胃

{ω
山
内
乱
}
-
〔
組
合
員
が
〕
無
資
力
に
な
ら
な
い
よ

う
に
、
彼
ら
が
支
払
い
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
悪
意
で

行
な
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
有
責
判
決
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
サ
ピ
ヌ
ス
に
観
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
当
該
組
合
員
が
全
財
産
の
組
合
員

で
は
な
く
一
つ
の
事
務
の
組
合
員
で
あ
っ
た
と
し
て
も
正
し
い
。

本
法
文
は
い
わ
ゆ
る
寸
J法白

胃芹芯巾
2ロ尽門E同
5白巾
ε)
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
を
Z
R
W
巾
『
に
よ
れ
ば
サ
ピ
ヌ

ス
は
本
法
文
に
お
い
て
も
(
実
は
前
掲

P
・
E
・
5
も
同
様
)
ま
ず
も

っ
て
コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
の
『
サ
ピ
ヌ
ス
注

解
』
に
至
っ
て
初
め
て
サ
ピ
ヌ
ス
の
命
題
が
あ
ら
ゆ
る
類
型
の
組
合
へ
と

(
日
)

拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
幻
)

以
上
の
よ
う
な
再
構
成
か
ら
巧

-E呉
市
『
は
、
サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』

が
非
常
に
論
理
的
で
明
確
な
章
立
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
合
意
に
よ
ら
な
い
全
財
産
共
同
体
(
コ
ン
ソ
ル
チ

ウ
ム
な
い
し
模
倣
コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
)
の
成
立
、
組
合
結
成
時
の
取
り
決

め
、
と
り
わ
け
共
有
物
不
分
割
の
合
意
、
共
有
財
産
の
譲
渡
、
あ
る
組
合

員
が
他
の
組
合
員
の
同
意
な
く
第
三
者
を
組
合
に
加
入
さ
せ
た
場
合
の
法

律
関
係
、
組
合
員
間
に
お
け
る
損
益
の
不
均
衡
な
分
配
の
合
意
が
論
じ
ら

れ
る
。
以
上
の
サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
の
「
第
一
部
」
に
続
き
「
第
二
部
」

で
は
、
全
財
産
共
同
体
か
ら
生
じ
う
る
訴
権
に
つ
き
、
訴
訟
上
の
担
保
問

答
契
約
、
組
合
訴
権
と
窃
盗
訴
権
の
競
合
、
組
合
員
が
有
責
判
決
を
受
け

た
場
合
の
清
算
、
そ
し
て
最
後
に
生
活
資
保
留
の
利
益
が
論
じ
ら
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
垣
間
巾

R
r巾
『
の
分
析
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た

史
料
の
重
層
性
(
主
旋
律
と
し
て
の
サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
と
、
事
案
の

変
奏
曲
を
展
開
す
る
『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』
が
層
を
な
し
て
い
る
こ
と
)
が

示
す
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
筆
者
な
り
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
サ
ピ
ヌ
ス
が
ま

ず
も
っ
て
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
諾
成
契
約
と
し
て
の

8
2
2
8
で
は

な
く
家
共
同
体
{
国
主
将
2出
合
口
日

n
Z
S
に
由
来
す
る
関
係
で
あ
っ
た
が
、

後
の
『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』
の
著
者
達
は
、
サ
ピ
ヌ
ス
が
念
頭
に
置
い
て
い

北法44(6・411)1823 



料

た
よ
う
な
伝
統
的

8
2
2
8
観
念
が
彼
ら
の
時
代
に
は
す
で
に
消
滅
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
の
諸
命
題
を
否
定
す
る

こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
前
提
と
し
て
彼
ら
が
直
面
し
た
問
題
を
解
決

(
白
川
)

し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

資

( 

一一、ーJ
『
告
示
注
解
』

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
『
学
説
葉
纂
』
一
七
巻
二
章
「
組
合
訴
権
に
つ

い
て
」
の
前
半
部
分
の
再
構
成
の
成
果
を
『
学
説
葉
纂
』
一

O
巻
二
章
「
家

産
分
割
訴
権
に
つ
い
て
」
お
よ
び
一

O
巻
三
章
「
共
有
物
分
割
訴
権
に
つ

(
問
。
)

い
て
」
に
つ
い
て
再
検
証
し
た
後
、
を
お
R
r
q
は
後
半
部
分
の
再
構
成

へ
と
向
か
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
第
五
二
法
文
を
境
に
し
て
前
半
部
分
で
は
市
民
法

体
系
が
、
後
半
部
分
で
は
告
示
注
解
体
系
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
前
半
部

分
で
は
三
大
『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』
か
ら
サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
が
再
構
成

さ
れ
た
の
に
対
し
、
後
半
部
分
で
は
三
大
『
告
示
注
解
』
(
ウ
ル
ピ
ア
ヌ

ス
コ
二
巻
、
パ
ウ
ル
ス
三
二
巻
、
ガ
イ
ウ
ス
一

O
巻
)
か
ら
告
示
(
方
式

害
)
の
文
言
そ
の
も
の
が
再
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
内
容
は

(
印
)

gFEn-内
市
『
説
の
登
場
以
前
か
ら
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

「
問
題
の
全
財
産
の
組
合
を
原
告
が
被
告
と
結
ん
だ
が
故
に
、
被
告
が

原
告
に
(
一
方
が
他
方
に
)
対
し
誠
意
に
よ
り
与
え
為
す
(
給
付
す
る
?
)

こ
と
を
要
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
被
告
が
な
し
う
る
と
こ

ろ
の
も
の
に
つ
き
、
審
判
人
は
被
告
が
原
告
に
対
し
有
責
と
判
決
せ
よ
υ

明
ら
か
で
な
い
場
合
は
免
責
と
判
決
せ
よ
」

(05ロ
〉
∞
〉
印
。
巴
z
z
o
z。

∞。
Q
門叶〉↓開玄

O
玄
z-cz
∞。
zo目
c
z
n
oロ」「・

ρ
ロ
河
〉
」

C
口
5
E
巴
】
口
。
回
開
〉
冨

北法44(6・412)1824

岡山開
z
z
g
z
g
〉
O

〉
。
(
〉
「
叶
何
回
C
Z
〉戸、司何回目)ロ
h
F

田岡山司〉円何回開(司国〉何回寸〉開閉山叫)

。
司
。
問
、
『
円
吋
開
同
司
同
口
開
回
。
z
p
。巴
z
d
M
M
〉↓

ρ
c
oロ
Z
∞
Z
日司〉凸』山田岡山句
C
4
何回叶・

開
呂
田
【
巴
口
問
H
Z
自
Z
B
〉
O

〉
c
n
-
∞
-
Z
'
司
〉
)

こ
の
う
ち
「
問
題
の
j
結
ん
だ
が
故
に
」
の
部
分
が
「
請
求
原
因
表
示
」

(且巾
g
o
E印
可
巳
豆
、
「
被
告
が

1
何
で
あ
れ
」
の
部
分
が
「
請
求
表
示
」

(
S
Z
E豆
、
「
少
な
く
と
も

1
免
責
と
判
決
せ
よ
」
の
部
分
が
「
判
決
」

(gロ且巾自
E
E
S
-
-
こ
の
う
ち
「
少
な
く
と
も
被
告
が
な
し
う
る
と
こ
ろ

の
も
の
に
つ
き
」
の
部
分
は
「
生
活
資
保
留
の
利
益
」

(σgえ呂田
E
E

(山山)

g
E完丹市口
E
巾
)
ー
ー
と
い
う
方
式
書
の
構
成
部
分
に
該
当
す
る
が
、
三
大

『
告
示
注
解
』
の
叙
述
は
こ
れ
ら
の
構
成
部
分
に
対
応
し
、
方
式
書
の
各

文
一
言
に
つ
き
注
釈
(
そ
の
内
容
は
個
別
的
事
案
)
を
展
開
す
る
。

(
臼
)

本
章
三
の
冒
頭
で
述
べ
た
の
と
同
じ
理
由
か
ら
巧
-mRr巾
『
に
よ
る
史

料
の
再
構
成
を
個
々
の
法
文
に
即
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に

(
臼
)

巧
お
R
r
R
が
指
摘
す
る
告
示
注
解
体
系
の
全
体
的
特
徴
を
こ
こ
で
ま
と

め
て
お
く
。
第
一
の
特
徴
は
、
「
請
求
原
図
表
示
」
に
か
か
わ
る
叙
述
が
『
学



説
業
纂
』
の
編
纂
者
の
手
で
意
識
的
に
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

圧
倒
的
に
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
は
「
請
求
表
示
」
に
か
か
わ
る
法
文

で
あ
る
こ
と
、
第
二
の
特
徴
は
、
サ
ピ
ヌ
ス
が

ω
R
E即
日
と
呼
ぶ
と
こ
ろ

の
全
財
産
共
同
体
の
成
立
、
継
続
、
解
消
は
も
は
や
問
題
と
な
っ
て
い
な

い
が
、
し
か
し
諾
成
契
約
と
し
て
の
日
2
5
S∞
も
ま
た
問
題
と
な
っ
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
大
部
分
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
「
請
求
原
因
表
示
」
に
か
か
わ
る

(
刷
出
)

法
文
を
見
る
。
巧
Z
R
r
q
に
よ
れ
ば
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
『
告
示
注
解
』

=
二
巻
の
叙
述
は
、
組
合
の
成
立
根
拠
と
組
合
訴
権
へ
の
正
当
化
を
吟
味

(
日
)

す
る
次
の
法
文
か
ら
始
ま
る
。

Gai. Inst. 3. 149について

己

6

0
・
コ
-
N

印
(
出
色
)
一
組
合
は
、
全
財
産
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
な

ん
ら
か
の
業
務
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
徴
税
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
一
つ

の
事
柄
に
つ
い
て
も
結
ぼ
れ
る
。
同
じ
財
産
状
態
に
な
い
者
の
問
で
も
、

組
合
は
有
効
に
結
ば
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
よ
り
貧
し
い
者
は
通
常
、
財

産
を
〔
よ
り
豊
か
な
者
と
〕
比
較
し
て
彼
に
欠
け
て
い
る
分
を
労
務
〔
提
供
〕

に
よ
り
補
充
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
贈
与
を
原
因
と
す
る
組
合
は

結
び
え
な
い
。

(
白
山
)

次
の
法
文
は
本
法
文
と
同
じ
脈
絡
(
組
合
の
成
立
)
に
属
す
る
。

c
J
U
コ
-Ne
印
N
H】「

(
ω
H
a
)一
二
人
の
隣
人
に
隣
接
す
る
土
地
が
売
り

に
泊
さ
れ
た
。
彼
ら
の
う
ち
の
一
方
〔
A
〕
が
他
方
〔
B
〕
に
対
し
、
彼
〔
B
〕

が
そ
の
土
地
を
購
入
し
、
自
分
〔
A
〕
の
土
地
に
隣
接
す
る
部
分
を
彼
〔
A
〕

に
譲
渡
す
る
よ
う
に
も
ち
か
け
た
が
、
そ
の
後
、
彼
〔
A
〕
は
隣
人
〔
B
〕

の
知
ら
な
い
聞
に
そ
の
土
地
を
購
入
し
た
。
隣
人
〔
B
〕
は
彼
〔
A
〕
に

対
し
な
ん
ら
か
の
訴
権
を
も
つ
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は

事
実
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
書
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
キ
ウ
ス
・

テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
土
地
を
隣
人
〔
B
〕
が
購
入
し
、
私
〔
A
〕
と
共
有
に

す
る
と
い
う
意
図
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
土
地
を
購
入
し

た
私
〔
A
〕
に
対
し
隣
人
〔
B
〕
に
は
な
ん
ら
の
訴
権
も
許
さ
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
い
わ
ば
共
通
の
事
務
が
管
理
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
私
〔
A
〕
は
組
合
訴
権
に
拘
束
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
私
〔
A
〕
が
か

つ
て
〔
B
に
〕
委
任
し
た
分
を
差
し
引
い
た
後
に
残
っ
て
い
る
分
を
私
〔
A
〕

は
君
〔
B
〕
に
給
付
す
る
。
(m山
)

次
の
法
文
が
こ
れ
に
続
く
。

d
e
u
H斗
-
N
N
0
3
H
a
a
)
な
ぜ
な
ら
、
私
の
組
合
員
の
組
合
員
は
私
の

組
合
員
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
四
叩
)

本
法
文
で
は
、
あ
る
組
合
員
(
「
私
の
組
合
員
」
)
が
他
の
組
合
員
(
「
私
」
)

の
同
意
な
く
第
三
者
を
組
合
に
加
入
さ
せ
た
場
合
に
、
加
入
に
同
意
し
て

い
な
い
他
の
組
合
員
が
組
合
訴
権
の
被
告
に
な
ら
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
が
、
者

Z
R
r
q
に
よ
れ
ば
、
次
の
三
法
文
は
本
法
文
と
同
じ
脈

(ω) 

絡
(
被
告
適
格
)
に
属
す
る
。

北法44(6・413)1825

c
e
o
H斗

N
e
t
(
ω
H
E
)
君
が
真
珠
を
一

O
で
売
っ
た
と
き
は
君
は
私

に一

O
を
返
却
し
、
そ
れ
以
上
で
売
っ
た
と
き
は
君
は
そ
れ
を
超
え
る
分



キ+

を
得
る
と
い
う
条
件
で
私
が
君
に
売
却
さ
れ
る
べ
き
真
珠
を
与
え
た
と
い

う
場
合
は
、
組
合
を
結
ぶ
意
図
で
あ
っ
た
の
な
ら
組
合
訴
権
が
行
な
わ
れ

る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
前
書
訴
権
が
行
な
わ
れ
る
と
私
〔
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
〕

に
は
観
ぜ
ら
れ
る
。

C
6・
0
'
H
N
N
日

N-
斗

(
ω
H
a
'
)
一
同
様
に
『
解
答
録
』
三
巻
で
パ
ピ
ニ
ア

ヌ
ス
は
、
次
の
事
案
に
つ
き
鑑
定
を
求
め
ら
れ
解
答
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ウ
ィ
ク
ト
ル
と
ベ
リ
ク
ス
・
ア
シ
ア
ヌ
ス
が
、
ウ
ィ
ク

ト
ル
の
金
で
買
っ
た
土
地
に
ア
シ
ア
ヌ
ス
の
労
務
と
技
術
に
よ
り
記
念
碑

を
建
築
し
、
こ
れ
を
売
却
し
た
後
、
ゥ
ィ
ク
ト
ル
は
最
初
に
出
し
た
額
よ

り
多
く
の
金
を
得
て
、
組
合
に
労
務
を
提
供
し
た
ア
シ
ア
ヌ
ス
が
余
剰
分

を
得
る
と
合
意
し
た
場
合
は
、
組
合
訴
権
が
行
な
わ
れ
る
。

ce・
o・
-
N
N
・印
N
-
Z
3
H
a
-
-
同
一
人
間
で
複
数
の
組
合
が
結
ぼ
れ
た

場
合
に
す
べ
て
の
組
合
に
つ
い
て
一
つ
の
裁
判
で
足
り
る
こ
と
は
確
定
し

て
い
る
。

資

以
上
が
「
請
求
原
因
表
示
」
に
か
か
わ
る
法
文
で
あ
り
、
こ
れ
ら
以
外

の
法
文
は
ほ
ぼ
す
べ
て
「
請
求
表
示
」
に
か
か
わ
る

o
g弓
R
r
q
が
指

摘
す
る
告
示
注
解
体
系
の
第
一
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
「
請
求
原
図
表
示
」

に
か
か
わ
る
叙
述
が
『
学
説
実
纂
』
の
編
纂
者
の
手
に
よ
り
破
壊
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
「
請
求
表
示
」
に
か
か
わ
る
法
文
(
後
述
)
の
数
と
比
べ

て
「
請
求
原
因
表
示
」
に
か
か
わ
る
法
文
の
数
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
、

し
か
も
そ
の
多
く
が
前
半
部
分
(
市
民
法
体
系
)
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る

ー
ー
後
半
部
分
に
出
て
く
る
の
は

F
・

s-胃
・

2
印
N

N
早

足

-
E

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
「
請
求
表
示
」
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、

「
請
求
原
因
表
示
L

に
つ
い
て
は
ま
と
ま
っ
た
叙
述
が
存
在
し
な
い
|

こ
と
か
ら
確
認
さ
れ
よ
う
。

何
故
『
学
説
葉
纂
』
の
編
纂
者
は
古
典
期
の
『
告
示
注
解
』
に
お
け
る

(
初
)

「
請
求
原
図
表
示
」
の
体
系
を
破
壊
し
た
の
で
あ
ろ
う
か

o
gお
宮

r
q
に

よ
れ
ば
そ
れ
は
、
組
合
の
成
立
に
関
す
る
古
典
期
の
理
論
が
後
古
典
期
の

理
論
(
諾
成
契
約
説
な
い
し
意
思
主
義
)
と
異
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
古

典
期
の
理
論
を
そ
の
ま
ま
で
は
採
用
し
え
な
か
っ
た
(
裏
を
返
せ
ば
古
典

期
の
理
論
は
諾
成
契
約
説
で
は
な
か
っ
た
)
か
ら
で
あ
る
。

次
に
「
請
求
表
示
」
に
か
か
わ
る
法
文
を
見
る
。
を

-
Z円
宮
『
に
よ
れ
ば
、

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
『
告
示
注
解
』
一
一
一
一
巻
の
「
請
求
表
示
」
に
か
か
わ
る
叙

{
丸
)

述
は
次
の
法
文
か
ら
始
ま
る
。
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C
-
司・

0
・
H叶

N
印
N
H
(
ω
H
E
)・
組
合
訴
権
で
は
誠
意
が
問
題
と
な
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
組
合
訴
権
の
方
式
書
の
「
請
求
表
示
」
の
丈
一
言
は
「
被

告
が
原
告
に
(
一
方
が
他
方
に
)
対
し
誠
意
に
よ
り
与
え
為
す
(
給
付
す

る
?
)
こ
と
を
要
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
か
か
わ
る

叙
述
、
す
な
わ
ち
具
体
的
請
求
内
容
(
「
誠
意
に
よ
り
与
え
為
す
(
給
付

す
る
?
)
こ
と
」
と
は
何
か
)
に
つ
い
て
の
叙
述
が
本
法
文
か
ら
始
ま
る

と
同
時
に
、
本
法
文
を
境
に
し
て
「
組
合
訴
権
に
つ
い
て
」
は
前
半
部
分



と
後
半
部
分
に
二
分
さ
れ
る
。

(η) 

次
の
二
法
文
が
本
法
文
に
直
接
つ
な
が
る
。

Gai. Inst. 3. 149について

c
f・
ロ
コ

N
印

N
N
3
H
a
)
組
合
員
は
悪
意
の
責
任
だ
け
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
過
失
の
責
任
を
も
負
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
。
ケ
ル
ス
ス
は
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
七
巻
で
組
合
員
は
互
い
に

悪
意
お
よ
び
過
失
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
ケ
ル
ス

ス
い
わ
く
、
組
合
結
成
時
に
お
い
て
一
方
〔
の
組
合
且
が
熟
練
労
働
あ

る
い
は
単
純
労
働
〔
の
提
供
〕
を
約
束
し
た
場
合
、
た
と
え
ば
共
同
で
養

わ
れ
る
べ
き
家
蓄
ま
た
は
土
地
を
我
々
が
農
夫
に
与
え
、
果
実
を
共
通
に

得
ょ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
然
な
が
ら
過
失
の
責
任
も
負
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
単
純
労
働
に
対
す
る
報
酬
は
熟
練
労
働
を
覆
い
隠
す

(η) 

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
組
合
員
が
共
有
物
に
対
し
損
害
を
与
え
た
場

合
に
も
、
ケ
ル
ス
ス
は
過
失
責
任
を
承
認
す
る
。

c
s
o
コ
-
N
-
m
N
ω
(
E
E
)
組
合
員
は
知
ら
な
い
問
に
生
じ
る
損
害
、

す
な
わ
ち
不
可
避
的
損
害
を
負
う
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
委
託
さ
れ

た
家
蓄
が
〔
あ
る
組
合
員
に
〕
与
え
ら
れ
、
そ
の
家
蓄
が
強
盗
に
よ
り
、

あ
る
い
は
火
事
に
よ
り
死
ん
だ
場
合
は
、
委
託
さ
れ
た
家
蓄
を
受
け
取
っ

た
者
の
悪
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
そ
れ
が
生
じ
た
の
で
な
い
限
り
、
損
害

は
共
通
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
盗
人
に
よ
り
家
畜
が
盗
ま
れ
た
場
合
は
、

損
害
は
彼
〔
家
蓄
を
受
け
取
っ
た
組
合
員
]
だ
け
が
負
担
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

委
託
さ
れ
た
家
蓄
を
受
け
取
っ
た
者
は
保
管
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
〔
ケ
ル
ス
ス
の
見
解
〕
は
正
当
で

あ
り
、
組
合
を
結
ぶ
た
め
に
養
わ
れ
る
べ
き
家
蓄
が
与
え
ら
れ
た
場
合
は
、

た
と
え
そ
れ
が
委
託
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
組
合
訴
権
が
行
な
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
「
誠
意
」
と
相
関
関
係
に
あ
る
寸
悪
意
」
(
号
Z
印
)
が
論
じ

(
九
)

ら
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
が
「
保
管
責
任
」
(
門
=
印
g
Eと
の
議
論
へ
と
つ
な
が

っ
て
い
る
。
者
混
血
門
官
「
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
法
文
に
司
『
・
品
川
Y

司「

N
P

(
お
)

P
R
(い
ず
れ
も
前
半
部
分
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
法
文
)
が
続
き
、

(
苅
)

さ
ら
に
次
の
法
文
が
続
く
。

C
6・
0

コ

N

印

N
e

品
(
ω
H
a
-
-
あ
る
者
達
が
古
着
屋
〔
の
組
ム
品
を
結

ん
だ
。
彼
ら
の
う
ち
の
一
人
が
商
品
調
達
の
た
め
旅
に
出
た
が
、
強
擦
の

手
に
落
ち
た
。
彼
は
も
っ
て
い
た
金
を
失
い
、
彼
の
奴
隷
は
傷
つ
け
ら
れ
、

彼
自
身
の
財
産
も
失
っ
た
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
言
、
っ
。
損
害
は
共
通
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
、
共
通
の
名
で
〔
組
合
の
た
め
に
〕
商
品
を
調
達
す
る
目
的
で

旅
に
出
な
か
っ
た
な
ら
当
該
組
合
員
が
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

と
こ
ろ
の
金
銭
お
よ
び
財
産
に
つ
い
て
は
〔
他
の
組
合
員
は
〕
組
合
訴
権

に
よ
り
損
害
の
半
分
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
医
者
に
医

療
費
が
支
出
さ
れ
た
場
合
に
も
、
組
合
員
は
割
合
に
応
じ
て
こ
れ
を
負
担

す
べ
き
で
あ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
き
わ
め
て
正
当
に
判
定
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
船
が
難
破
し
て
あ
る
物
が
失
わ
れ
た
場
合
も
、
通
常
そ
れ
が
船
で
運

搬
さ
れ
る
商
品
で
あ
る
と
き
は
、
両
方
〔
の
組
合
員
〕
が
損
害
を
負
担
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
利
益
と
同
様
に
、
組
合
員
の
過
失
に
よ
り
生
じ
た
損
害
も
ま

た
共
通
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
法
文
と
次
の
二
法
文
の
聞
に
は
欠
依
が
見
ら
れ
る
。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス

~t法44(6 ・ 415)1827



料

の
注
釈
が
「
誠
意
に
よ
り
」
に
つ
い
て
か
ら
「
要
す
る
」
に
つ
い
て
へ
と

(
行
)

移
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

資

宮
司
-
U
'

コ
a
N
a

印N

日
(
臼
旦
)
二
人
の
両
替
商
が
組
合
を
結
び
、
彼
ら

の
う
ち
の
一
方
が
両
替
商
の
業
務
と
は
別
に
、
あ
る
物
を
得
て
利
益
が
生

じ
た
場
合
に
、
利
益
を
共
有
と
す
べ
き
か
否
か
が
か
つ
て
問
題
と
な
っ
た
。

皇
帝
セ
ウ
ェ
ル
ス
は
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
フ
エ
リ
ク
ス
に
対
し
次
の
よ
う
に

勅
答
し
た
。
た
と
え
両
替
商
の
組
合
が
結
ば
れ
た
と
し
て
も
、
両
替
商
の

原
因
か
ら
で
な
く
組
合
員
が
得
た
物
は
共
有
財
産
に
は
属
さ
な
い
、
と
O

C
苦
ロ
・
コ

N
・日
N
・
。
(
己
主
・
)
・
さ
ら
に
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
『
解
答
書

三
巻
で
一
一
言
一
う
。
利
益
と
損
害
を
共
通
に
す
る
た
め
兄
弟
が
両
親
の
遺
産
を

不
分
割
の
ま
ま
で
維
持
す
る
場
合
は
、
他
の
方
法
で
〔
遺
産
以
外
か
ら
〕

得
た
物
は
こ
れ
を
共
有
財
産
に
持
ち
一
反
す
必
要
は
な
い
、
と
。

本
法
文
に
続
く
諸
法
文
(
司
『
・
印
凶
∞
呂
)
は
見
通
し
が
き
か
ず
、
本

来
の
脈
絡
を
発
見
す
る
の
は
困
難
と
さ
れ
る
が
、
ぎ

-gnr2
は
兄
弟
(
自

権
相
続
人
)
聞
の
分
割
さ
れ
な
い
相
続
財
産
(
コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
)
が
ウ

(
花
)

ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
叙
述
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
と
推
定
す
る
。

宅
岡
市
曲
目
骨
骨
に
よ
れ
ば
、
全
財
産
の
組
合
が
念
頭
に
置
か
れ
た
新
し
い

節
「
法
律
行
為
お
よ
び
訴
訟
に
由
来
す
る
損
益
の
清
算
」
が
次
の
法
文
か

(
内
)

ら
始
ま
る
。

c
q
u
コ
-
N
日
N
5
3同

g
u・
全
財
産
の
組
合
員
は
あ
ら
ゆ
る
物
を
組

合
に
持
ち
込
む
べ
き
で
あ
る
と
、
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
言
、
つ
c

そ
れ
ゆ
え
、
彼

に
加
え
ら
れ
た
損
害
が
人
格
権
侵
害
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス

法
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
彼
自
身
の
身
体
に
加
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
れ
家
子
の
身
体
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
彼
は
そ
れ
を

{
組
合
に
〕
持
ち
込
む
べ
き
で
あ
る
と
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
解
答
し
た
。

ロ
ザ
ロ
コ

Ne
印
N
H寸
(
2
a・
)
全
財
産
の
組
合
員
は
禁
止
さ
れ
た
原
因

に
基
づ
い
て
得
た
物
を
組
合
に
持
ち
込
む
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
と
ネ
ラ

テ
ィ
ウ
ス
は
一
言
う
。

deau-
口
-
N
-
E
-
E
3
H
a
e
)・
逆
に
、
全
財
産
の
組
合
員
が
人
格
権
訴

訟
に
お
い
て
有
責
判
決
を
受
け
、
あ
る
物
〔
損
害
額
)
を
給
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
に
、
彼
が
共
有
物
か
ら
こ
れ
を
得
て
〔
原
告
に
〕

給
付
し
う
る
か
否
か
が
父
祖
逮
に
あ
っ
て
も
問
題
と
さ
れ
る
。
ア
テ
ィ
リ

キ
ヌ
ス
、
サ
ピ
ヌ
ス
、
カ
ッ
シ
ウ
ス
は
、
彼
が
審
判
人
の
不
法
に
よ
り
有

責
判
決
を
受
け
た
場
合
は
彼
は
〔
共
有
物
か
ら
損
害
額
を
〕
得
る
が
、
彼

自
身
の
不
法
に
よ
円
〔
有
責
判
決
を
受
け
た
〕
場
合
は
彼
自
身
が
損
害
を

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
答
し
て
い
る
。
ア
ウ
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
は

セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
が
次
の
よ
う
に
解
答
し
た
と
伝
え
て
い
る
が
、
セ
ル
ウ
イ

ウ
ス
の
説
は
こ
れ
〔
ア
テ
ィ
リ
キ
ヌ
ス
ら
の
説
〕
と
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、

〔
全
)
財
産
の
組
合
員
の
一
人
が
審
判
入
手
続
に
出
頭
し
な
か
っ
た
た
め
に

有
責
判
決
を
受
け
た
場
合
は
、
彼
は
こ
れ
を
共
有
物
か
ら
得
て
は
な
ら
な

い
が
、
し
か
し
彼
が
〔
審
判
人
手
続
に
〕
出
頭
し
審
判
員
の
不
法
を
受
け

た
場
合
は
、
こ
れ
は
共
有
物
か
ら
賠
償
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。

北法44(6・416)1828

続
い
て
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
注
釈
は
、
費
用
お
よ
び
損
害
の
清
算
へ
と
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c
f
a
U
H斗
N

印N
・
5
3
H
色
白
)
・
組
合
員
の
う
ち
の
あ
る
者
が
組
合
の
た

め
に
、
た
と
え
ば
商
品
調
達
の
た
め
に
旅
に
出
た
場
合
は
、
そ
の
事
柄
に

出
費
さ
れ
た
費
用
だ
け
を
彼
は
組
合
の
計
算
に
加
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

宿
泊
の
費
用
、
厩
の
費
用
、
ま
た
は
自
分
自
身
あ
る
い
は
自
分
の
荷
物
あ

る
い
は
商
品
を
運
ぶ
た
め
の
役
畜
荷
車
の
費
用
を
彼
は
正
当
に
組
合
の
計

(
別
)

算
に
加
え
る
。

C
6
0

コ-N
'

印∞一回】『・

3
H
E
)・
あ
る
者
が
組
合
に
持
ち
込
ん
だ
物
が
消

失
し
た
場
合
に
組
合
訴
権
が
可
能
か
否
か
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
ケ
ル
ス
ス
の
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
七
巻
に
お
い
て
、
コ
ル
、
ネ
リ

ウ
ス
・
フ
ェ
リ
ク
ス
に
対
す
る
勅
答
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
君
が
私
の
罵
を
受
け
取
り
、
四
頭
立
て
の
馬
車
〔
を

作
り
、
こ
れ
〕
を
君
が
売
却
し
、
代
金
の
中
か
ら
四
分
の
一
を
君
が
私
に

返
却
す
る
と
合
意
さ
れ
た
が
、
売
却
す
る
前
に
私
の
馬
が
死
ん
だ
場
合
は
、

ケ
ル
ス
ス
い
わ
く
、
組
合
は
も
は
や
存
続
せ
ず
、
君
の
馬
の
代
金
の
中
か

ら
君
が
一
部
〔
私
の
馬
の
部
分
〕
を
負
担
す
る
こ
と
は
な
い
と
彼
は
判
定

す
る
、
と
。
な
ぜ
な
ら
、
四
頭
立
て
の
馬
車
を
所
有
す
る
た
め
で
は
な
く
、

売
却
す
る
た
め
に
組
合
が
結
ば
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
四
頭

立
て
の
馬
車
を
作
り
、
こ
れ
を
共
有
と
し
、
こ
の
う
ち
君
が
四
分
の
三
を

も
ち
、
私
が
四
分
の
一
を
も
っ
と
合
意
さ
れ
た
と
言
え
る
よ
う
な
場
合
は
、

我
々
が
な
お
組
合
員
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
。

己

S
U
H斗
e
N

印
∞
同
(
出
色
・
)
一
同
様
に
、
我
々
が
商
品
調
達
の
た
め
に

金
銭
を
〔
組
合
に
〕
持
ち
込
み
、
私
の
金
銭
が
消
失
し
た
場
合
に
、
そ
の

金
銭
が
誰
か
ら
消
失
す
る
か
〔
誰
が
危
険
を
負
担
す
る
か
〕
を
ケ
ル
ス
ス

は
論
じ
る
。
ケ
ル
ス
ス
い
わ
く
、
拠
出
の
後
に
金
銭
が
消
失
し
た
場
合
は
、

組
合
が
結
ば
れ
な
け
れ
ば
金
銭
の
消
失
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
金

銭
は
両
者
か
ら
消
失
す
る
。
た
と
え
ば
、
商
品
調
達
の
た
め
に
金
銭
が
外

国
に
運
び
出
さ
れ
て
消
失
し
た
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
君

が
金
銭
の
拠
出
を
す
で
に
決
定
は
し
た
が
、
拠
出
の
前
に
金
銭
が
消
失
し

た
場
合
は
、
君
が
そ
の
〔
組
合
訴
権
の
〕
名
で
得
る
も
の
は
何
も
な
い
と

ケ
ル
ス
ス
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
組
合
の
た
め
に
金
銭
が
消
失
し
た
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

c
f・
0

コ
N

印∞

N
(
ω
H
E
)
一
家
子
が
組
合
を
結
び
、
そ
の
後
家
長
か

ら
解
放
さ
れ
た
場
合
に
、
同
一
の
組
合
が
存
続
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
解

放
後
に
偶
然
そ
れ
が
組
合
と
し
て
存
続
し
た
と
き
に
そ
れ
と
は
別
の
組
合

が
存
在
す
る
の
か
が
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
。
ユ
リ
ア
ヌ

ス
は
『
デ
ィ
ゲ
ス
タ
』
一
四
巻
で
同
一
の
組
合
が
存
続
す
る
と
書
い
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
お
い
て
は
開
始
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ュ
リ
ア
ヌ
ス
い
わ
く
〔
こ
の
場
合
〕
二
つ
の
訴
権

に
よ
り
訴
求
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
は
家
長
を
被
告
と
す
る
、
他

方
は
家
子
を
被
告
と
す
る
訴
権
が
こ
れ
で
あ
る
。
家
長
を
被
告
と
す
る
訴

権
は
、
解
放
前
に
経
過
し
た
期
間
に
つ
い
て
〔
の
み
〕
提
起
さ
れ
う
る
。

な
ぜ
な
ら
、
解
放
後
に
組
合
が
存
続
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
家
長
は
何

も
給
付
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
家
子
を
被
告

と
す
る
訴
権
は
、
い
ず
れ
の
期
間
に
つ
い
て
も
、
す
な
わ
ち
組
合
〔
存
続

北法44(6・417)1829
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期
間
〕
全
体
に
つ
い
て
提
起
さ
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
い
わ
く
、

家
子
の
組
合
員
が
家
子
の
解
放
後
に
悪
意
で
行
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は

家
長
に
で
は
な
く
家
子
に
訴
権
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

ce・
o-

コ-
N
a
m
∞
ω
(
ω
H
E
-
-
私
の
奴
隷
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
と
組
合
を

結
び
、
そ
の
後
〔
私
は
奴
隷
を
譲
渡
し
た
が
〕
譲
渡
さ
れ
た
奴
隷
は
同
じ

組
合
に
留
ま
っ
た
と
い
う
場
合
は
、
奴
隷
の
譲
渡
に
よ
り
第
一
の
組
合
は

終
了
し
、
新
た
に
第
二
の
組
合
が
開
始
す
る
と
雷
同
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
そ
れ
ゆ
え
、
私
に
対
し
て
も
〔
奴
隷
の
〕
買
主
に
対
し
て
も
組
合
訴

権
が
成
立
し
、
問
機
に
、
譲
渡
の
前
に
発
生
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
私
を

被
告
と
し
て
も
買
主
を
被
告
と
し
て
も
訴
権
が
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
他
の
原
因
に
つ
い
て
は
買
主
に
対
し
て
の
み
訴
権
が
与
え
ら
れ
る
。

資

以
上
が
「
請
求
表
示
」
に
か
か
わ
る
法
文
で
あ
る
が
、
者
同
町
田
円
宮
『
が

指
摘
す
る
告
示
注
解
体
系
の
第
二
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
サ
ピ
ヌ
ス
が

印

0
2
2
8
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
全
財
産
共
同
体
の
成
立
、
継
続
、
解
消
は
も

は
や
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
諾
成
契
約
と
し
て
の

g丘
三
回
目

も
ま
た
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
日
o
n
F
2
8
が
諾
成
契
約
で
あ
れ

ば
当
然
論
じ
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
問
題
(
出
資
請
求
)
が
ま
っ
た
く
論
じ

ら
れ
て
お
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
組
合
(
し
か
も
ま

ず
も
っ
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
全
財
産
の
組
合
)
の
清
算
で
あ
る

(
幻
)

こ
と
か
ら
確
認
さ
れ
よ
う
。

を
尽
m

呂
田
内
町
『
に
よ
れ
ば
、
諾
成
契
約
と
し
て
の

8
2
2
8
は

サ
ビ
ヌ

だス
知『
ら市
れ民
て法
し主 』

なに
かお
つい

たて
のは
でも
あ(ち
る型ろ
ん

ー司

tヒ
<=1 

刀Z

Y王
解
』

お
し、

て
も
ま

北法44(6・418)1830

以
上
の
よ
う
な
宅
お

R
r
q
に
よ
る
『
サ
ピ
ヌ
ス
注
解
』
と
『
告
示
注

(

山

田

)

(

お

)

解
』
の
再
構
成
の
意
義
が
、
そ
の
方
法
や
結
吾
酬
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
そ
の
内
実
(
具
体
と
抽
象
の
往
復
と
い
う
本
章
三
の
冒
頭
で
述
べ

た
意
味
で
の
法
学
的
作
業
)
に
あ
る
と
思
わ
れ
た
た
め
、
丹
念
に
こ
れ
を

紹
介
し
て
き
た
が
、
次
に
再
び
の
白

-
E
2・
ω
-
H品
川
w

に
戻
り
、
再
構
成
の

成
果
を
前
提
と
し
た
ガ
イ
ウ
ス
法
文
の
解
釈
に
つ
い
て
の
巧
広
島
内
宮
『
説

を
見
る
こ
と
と
す
る
。

四

ム
キ
ウ
ス
l

セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争
に

つ
い
て
の
毛
足

R
W
2
説

古
典
文
献
の
再
構
成
(
本
稿
一
一
一
)
を
主
要
な
試
艇
と
し
て
き

a
r
q

は、

8
2
2
8
と
は
本
来
、
諾
成
契
約
と
し
て
の
営
利
組
合
で
は
な
く
家

共
同
体
に
由
来
す
る
関
係
で
あ
っ
た
と
し
、

2
2
2
8
の
歴
史
を
人
法
的

(
釘
)

関
係
か
ら
財
産
法
的
関
係
へ
の
発
展
と
捉
え
る
。
ム
キ
ウ
ス
|
セ
ル
ウ
ィ

ウ
ス
論
争
も
こ
の

g
n
E
g
の
発
展
史
の
中
の
象
徴
的
な
一
場
面
と
し
て

理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ム
キ
ウ
ス
が
組
合
員
聞
に
お
け
る
損
益
の
不
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均
衡
な
分
配
の
合
意
を
否
定
す
る
の
に
対
し
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
こ
れ
を

(∞∞) 

肯
定
す
る
(
本
稿
二
)
の
で
あ
る
が
、
当

5
R
r
q
に
よ
れ
ば
、
こ
の
相

違
の
理
由
は
両
者
の
組
合
観
念
の
新
旧
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ム

キ
ウ
ス
は
な
お
伝
統
的

8
2
2
8
観
念
を
も
っ
て
い
た
(
サ
ピ
ヌ
ス
『
市

民
法
』
に
見
ら
れ
る
伝
統
的

g己
2
8
観
念
は
ム
キ
ウ
ス
『
市
民
法
』
に

(
鈎
)

由
来
す
る
と
さ
れ
る
)
た
め
、
損
益
の
分
配
は
一
対
一
に
限
る
と
い
う
(
コ

ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
に
も
っ
と
も
近
い
)
組
合
観
念
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
て
は

い
る
(
た
と
え
ば
組
合
員
A
が
損
益
の
三
分
の
こ
を
負
担
・
享
受
し
、
組

合
員
B
が
三
分
の
一
を
負
担
・
享
受
す
る
と
い
う
合
意
は
、
ム
キ
ウ
ス
に

あ
っ
て
は
有
効
と
さ
れ
る
)
も
の
の
、
損
益
の
不
均
衡
な
分
配
の
合
意
ま

で
は
許
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
に
あ
っ
て

は
こ
の
よ
う
な
伝
統
的

g円
E
g
観
念
は
も
は
や
消
滅
し
て
い
た
た
め
、

損
益
の
不
均
衡
な
分
配
の
合
意
は
有
効
と
さ
れ
、
ム
キ
ウ
ス
以
来
の
伝
統

的
法
学
説
の
基
礎
を
(
「
主
題
化
」
な
い
し
「
問
題
設
定
」
に
よ
り
)
揺

る
が
す
革
新
的
法
学
説
と
し
て
登
場
し
た
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
説
(
な
い
し
彼

の

g
n
E
g
観
念
)
が
そ
の
後
の
古
典
法
家
達
の
支
持
を
得
る
こ
と
に
な

っ
た
(
「
指
標
と
な
っ
た
」
)
の
で
あ
る
。

ム
キ
ウ
ス
と
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
組
合
観
念
の
相
違
が
よ
り
具
体
的
に
現

わ
れ
る
の
は
、
岩
田
町

R
w
q
に
よ
れ
ば
と
り
わ
け
労
務
の
み
を
提
供
す
る

組
合
員
の
労
務
に
対
す
る
評
価
の
違
い
(
組
合
解
散
時
の
清
算
方
法
の
違

い
)
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
見
る
前
に
、
理
解
を
容
易
に

す
る
た
め
、
ガ
イ
ウ
ス
法
文
を
再
掲
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
前
述
(
本

の
「
欠
落
」
は
補
充
し
て
あ
る
。

稿

。E
-回
目

片

山

工

mw-

あ
る
者
が
よ
り
大
き
な
利
益
を
得
て
、
よ
り
小
さ
な

損
失
を
負
う
と
い
う
よ
う
な
組
合
が
結
ば
れ
う
る
か
否
か
と
い
う
大
問
題

が
生
じ
た
。
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
は
こ
れ
を
〈
組
合
の
本
質
に
反

す
る
も
の
と
見
る
が
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
は
|
|
彼
の
〉

見
解
が
有
力
と
な
っ
た
ー
ー
か
よ
う
な
合
意
に
よ
り
彼
を
組
合
に
加
入
さ

せ
る
の
が
公
平
で
あ
る
ほ
ど
に
彼
の
労
務
が
高
価
で
あ
る
と
観
ぜ
ら
れ
る

場
合
だ
け
は
か
よ
う
な
組
合
が
結
ば
れ
う
る
と
判
定
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
、

あ
る
者
が
損
害
を
ま
っ
た
く
負
わ
ず
、
し
か
し
利
益
の
一
部
を
得
る
と
い

う
よ
う
な
組
合
も
結
ば
れ
う
る
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
者
の

労
務
は
し
ば
し
ば
金
銭
と
同
じ
価
値
を
も
つ
の
だ
か
ら
、
一
方
が
金
銭
を

提
供
し
、
他
方
は
提
供
せ
ず
、
し
か
し
利
益
は
彼
ら
の
問
で
共
通
と
す
る

と
い
う
よ
う
に
も
組
合
が
結
ば
れ
う
る
こ
と
は
確
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る。

者
Z
M
R
W
巾
『
は
本
法
文
を
次
の
よ
う
に
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
セ
ル
ウ

(ω) 

ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
あ
る
組
合
員
の
労
務
が
非
常
に
高
価
で
あ
る
場
合
は
、

損
益
の
不
均
衡
な
分
配
の
合
意
が
有
効
と
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
組

合
員
が
損
害
を
ま
っ
た
く
負
担
せ
ず
利
益
の
一
部
を
得
る
と
い
う
合
意
も

ま
た
有
効
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
用
い
ら
れ
る
理
由
づ
け
は
「
あ
る
者
の

北法44(6・419)1831
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労
務
は
し
ば
し
ば
金
銭
と
同
じ
価
値
を
も
つ
の
だ
か
ら
」
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
ム
キ
ウ
ス
が
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
と
は
逆
に
「
労
務
は
金
銭
と
同
じ

価
値
を
も
た
な
い
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

ム
キ
ウ
ス
に
あ
っ
て
は
、
組
合
結
成
時
の
財
産
(
出
資
)
と
組
合
解
散
時

の
財
産
と
の
差
額
が
利
益
な
い
し
損
害
と
理
解
さ
れ
、
労
務
の
評
価
は
そ

こ
に
入
っ
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
に
あ
っ

て
は
逆
に
、
労
務
提
供
が
出
資
と
計
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
組
合
員
の

労
務
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
労
務
の
み
を
提
供
す
る

組
合
員
の
社
会
的
地
位
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
意
味
で

ム
キ
ウ
ス
と
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
論
争
は
、
ま
さ
に
当
時
の
「
大
問
題
」
だ

(
引
)

っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

資

と
こ
ろ
で
、
ガ
イ
ウ
ス
法
文
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
岩
田
町
民
宮
『

説
に
対
し
て
、
国
o
z
r
に
よ
る
以
下
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
の
で
、
次
に

こ
れ
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

話回
g
n
r
q
説
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ム
キ
ウ
ス
の
時
代
に
行

な
わ
れ
て
い
た
清
算
方
法
が
労
務
提
供
者
に
と
っ
て
不
公
平
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
不
公
平
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
人
の
組
合
員
が
金
銭
を
出
資
し
、
他
の
組
合
員
が
労
務
を
提
供
し
、
両

者
が
同
じ
価
値
を
有
す
る
と
き
、
ま
ず
利
益
が
生
じ
た
(
出
資
額
と
清
算

時
の
組
合
財
産
の
額
の
差
が
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
)
場
合
は
、
こ
れ
を
二
人

で
分
け
合
う
の
が
公
平
で
あ
り
、
次
に
利
益
が
生
じ
な
か
っ
た
(
出
資
額

と
清
算
時
の
額
が
同
じ
だ
っ
た
)
場
合
は
、
労
務
提
供
者
は
無
償
で
働
い

た
こ
と
に
な
る
が
、
金
銭
提
供
者
も
ま
た
無
償
で
出
資
し
た
こ
と
に
な
り
、

さ
ら
に
損
害
が
生
じ
た
(
出
資
額
と
清
算
時
の
額
の
差
が
マ
イ
ナ
ス
に
な

っ
た
)
場
合
は
、
労
務
提
供
者
と
金
銭
提
供
者
が
双
方
で
損
害
を
負
担
す

る
の
が
公
平
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
者

5
R
r
q
は
「
利
益
は
分
け
合
い
、

(
幻
)

し
か
し
労
務
提
供
者
に
損
害
を
負
担
さ
せ
な
い
の
が
公
平
で
あ
る
」
と
言

う
。
者
同
巾
白
内
昨
巾
『
説
は
、
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
金
銭
提
供
者
は
無

償
で
出
資
し
同
時
に
損
害
も
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
出

資
と
同
じ
価
値
を
有
す
る
労
務
を
提
供
す
る
者
は
損
害
を
負
担
す
る
こ
と

な
く
労
務
を
無
償
で
提
供
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
で
は
労
務
と

出
資
の
等
置
で
は
な
く
労
務
の
過
大
評
価
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
人
の

組
合
員
が
三

O
の
金
銭
を
出
資
し
、
一
人
の
組
合
員
が
三

O
の
金
銭
に
相

当
す
る
労
務
を
提
供
し
た
場
合
、
者
同
市
白
内
r
2
に
よ
れ
ば
清
算
時
の
組
合

財
産
が
九

O
以
上
に
な
っ
て
初
め
て
利
益
が
生
じ
た
と
見
る
こ
と
に
な
ろ

う
が
、
し
か
し
実
際
は
清
算
時
の
組
合
財
産
が
六

O
以
上
に
な
っ
て
い
れ

ば
利
益
が
生
じ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
三
人
の
組
合
員
に
分
配
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
た
だ
、
労
務
が
特
別
な
価
値
を
有
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

労
務
提
供
者
を
有
利
に
す
る
の
が
公
平
で
あ
り
、
こ
れ
を
認
め
た
の
が
セ

ル
ウ
ィ
ウ
ス
説
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ロ
ー
マ
で
は
組
合
契
約
と
雇
用
契

~l:i:去44(6 ・ 420)1832



約
の
混
合
契
約
と
い
っ
た
よ
う
な
類
型
の
構
成
は
回
避
さ
れ
た
が
、
他
方

で
、
特
別
な
価
値
を
有
す
る
労
務
に
報
い
る
必
要
も
あ
る
。
そ
こ
で
セ
ル

ウ
ィ
ウ
ス
は
、
損
益
の
不
均
衡
な
分
配
を
許
す
こ
と
で
こ
れ
を
考
慮
に
入

れ
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
改
革
の
動
機
は
、

4
5
2
n
Z『
の
一
吉
う
よ
う
に
労
務
の
計
算
方
法
の
改
善
に
あ
っ
た
の
で
は

な
く
、
雑
種
的
な
法
的
構
成
を
嫌
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

(
犯
)

〉
』
。

Gai. Inst. 3. 149について

こ
の
批
判
に
対
し
者
芯
常
宮
『
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
利
益
も
損

害
も
生
じ
な
か
っ
た
(
出
資
額
と
清
算
時
の
額
が
同
じ
だ
っ
た
)
場
合
に
、

ム
キ
ウ
ス
の
清
算
方
法
で
は
、
金
銭
提
供
者
と
異
な
り
、
労
務
提
供
者
は

彼
の
提
供
し
た
労
務
を
清
算
で
き
な
い
(
だ
か
ら
不
公
平
で
あ
る
)
と
い

う
の
が
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
考
量
で
あ
っ
た
と
す
る
巧

HEn-州
内
『
説
に
対

し、

E
R呉
は
金
銭
提
供
者
も
ま
た
無
償
で
出
資
し
た
と
す
る
が
、
こ
れ

が
意
味
す
る
の
は
金
銭
提
供
者
は
無
利
子
で
出
資
し
た
と
い
う
こ
と
に
す

ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
労
務
提
供
者
は
、
彼
の
労
務
を
無
償
で
出
資
し
た

の
み
な
ら
ず
、
出
資
と
同
価
値
の
労
務
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
た
と
え
ば
組
合
員
A
と
組
合
員
B
が
三

O
の
金
銭
を
出
資
し
、
組
合

員
C
が
三

O
の
金
銭
に
相
当
す
る
労
務
を
提
供
し
た
場
合
、
清
算
時
の
組

合
財
産
六

O
(
ム
キ
ウ
ス
の
見
解
だ
と
利
益
も
損
害
も
生
じ
て
い
な
い
状

態
)
か
ら
A
と
B
が
そ
れ
ぞ
れ
三

O
ず
つ
得
る
の
に
、

C
が
何
も
得
な
い

と
い
う
の
は
や
は
り
不
公
平
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
九

O
l
六

O
H
一一一

O

の
損
害
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
損
害
は

A
B
C
が
そ
れ
ぞ
れ

一
O
ず
つ
負
担
す
べ
き
(
清
算
方
法
と
し
て
は

A
B
C
が
そ
れ
ぞ
れ
組
合

財
産
か
ら
二

O
ず
つ
得
る
べ
き
)
で
あ
る
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
「
あ
る
者

の
労
務
は
し
ば
し
ば
金
銭
と
同
じ
価
値
を
も
つ
の
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由

づ
け
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
セ
ル
ウ

ィ
ウ
ス
の
「
あ
る
者
が
損
害
を
ま
っ
た
く
負
担
せ
ず
、
し
か
し
利
益
の
一

部
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
組
合
も
結
ば
れ
う
る
」
と
い
う
結
論
は
次
の
こ

と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
組
合
員
A
と
組
合
員
B
が一二

O

の
金
銭
を
出
資
し
、
組
合
員
C
が
三

O
の
金
銭
に
相
当
す
る
労
務
を
提
供

し
た
が
、
清
算
時
の
組
合
財
産
が
ゼ
ロ
と
な
っ
た
場
合
、
ム
キ
ウ
ス
の
清

算
方
法
だ
と
、
六

O
の
損
害
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、

C
は
そ
の
う
ち
二

O
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
清
算
方
法
と
し
て
は

C
は
A
と
B
に

そ
れ
ぞ
れ
一

O
ず
つ
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
の
に
対
し
、
セ
ル
ウ

ィ
ウ
ス
の
清
算
方
法
だ
と
、
九

O
の
損
害
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
が
、

C

は
す
で
に
三

O
の
労
務
を
提
供
し
て
い
る
た
め
、

A
と
B
に
給
付
す
る
必

(
似
)

要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
図
。
『
呉
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ガ
イ
ウ
ス
法
文

(
ム
キ
ウ
ス
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争
)
の
解
釈
に
つ
い
て
を
芯

R
r『
は

自
説
を
堅
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

北法44(6・421)1833 



料資

五

結
ぴ
に
か
え
て

最
後
に
本
稿
の
結
び
と
し
て
ム
キ
ウ
ス
|
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争
に
つ
い

て
の
者

FEn-内
R
説
と
因
。
『
島
説
の
対
立
の
意
味
を
筆
者
な
り
に
ま
と
め

て
お
く
。

図
。
『
与
の
巧
尽

Enrq
批
判
は
清
算
方
法
の
妥
当
性
と
い
う
非
常
に
細

か
い
技
術
的
論
点
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
項
目

g
n
r
q
は
そ
の
詳
細

(
目
別
)

な
反
論
の
動
機
を
「
事
案
の
お
も
し
ろ
さ
の
故
に
」
と
言
う
。
し
か
し
、

両
者
の
見
解
の
対
立
は
、
よ
り
一
般
的
な
論
点
へ
の
拡
が
り
を
も
つ
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
一
般
的
な
論
点
と
は
、
法
概
念
と
事
実
の
距
離
感
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
当

F
m
R
r
R
が
法
概
念
と
社
会
的
実
体
の
関
係
を
比
較

的
近
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
(
「
労
務
提
供
者
の
社
会
的
地
位
の
向
上
」
)

の
に
対
し
、
国

cgr
は
法
概
念
の
一
体
性
な
い
し
独
立
性
を
比
較
的
重
視

す
る
(
「
雑
種
的
な
法
的
構
成
の
回
避
」
)
。

こ
れ
を
社
会
・
経
済
史
的
解
釈
(
項
目

g
n
r
g
と
法
学
内
在
的
解
釈

(
M
m
)
 

(国
O
E
W
)

の
対
立
と
整
理
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
両
者
の
相
違

点
を
強
調
す
る
前
に
、
ま
ず
両
者
の
共
通
点
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
、
っ
。

第
一
に
法
概
念
一
般
に
つ
い
て
、

g
z
R
r
q
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

北法44(6・422)1834

「
そ
の
〔
ロ

1
7
法
学
に
欠
け
て
い
る
一
般
的
・
抽
象
的
概
念
の
〕
ほ
か

概
念
と
呼
べ
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
精
確
性
と

濃
縮
性
に
よ
り
ロ

1
マ
法
学
は
格
別
の
評
判
す
ら
得
て
い
る
。
所
有
権
、

占
有
、
債
務
、
相
続
、
贈
与
、
問
答
契
約
〔
と
い
っ
た
概
念
〕
が
こ
れ
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
形
象
物
は
〔
精
確
性
や
濃
縮
性
と
は
〕

別
の
論
理
的
・
理
論
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
部
は
、
単
に

古
い
形
式
行
為
(
た
と
え
ば
遺
言
、
遺
贈
、
問
答
契
約
)
で
あ
る
が
、
し

か
し
一
部
は
、
古
来
の
学
芸
伝
承
と
い
う
形
で
形
成
さ
れ
て
き
た
法
家
の

言
明
と
い
う
慣
習
的
な
も
の
を
直
観
的
に
表
象
し
た
も
の
〔
目
に
見
え
る

よ
う
に
し
た
も
の
〕
な
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
そ
れ
は
、
確
固
た
る
〔
皆

が
認
め
る
〕
手
作
業
的
(
技
術
的
あ
る
い
は
医
学
的
と
も
言
え
る
)
専
門

概
念
が
議
論
の
余
地
な
く
確
定
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
法
家
の
経
験

が
概
念
の
中
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
質
あ

る
い
は
要
物
契
約
と
い
っ
た
形
象
物
が
創
造
的
表
象
物
と
し
て
の
性
格
を

も
つ
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
〔
形
象
物
〕
が
、
あ
る
専
門
文
化
の
客
観
化

さ
れ
た
〔
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
〕
表
象
と
し
て
シ
ン
ボ
ル
類
似
の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
イ
ェ

l
リ
ン
グ
が
正
当
に
見
て
取
っ
た
。

こ
の
理
由
か
ら
ロ

1
マ
の
法
概
念
は
、
現
代
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
シ
ン
ボ

ル
が
も
っ
枯
渇
す
る
こ
と
の
な
い
多
産
性
を
よ
り
強
く
有
す
る
の
で

(
貯
)

あ
る
c
」



ロ
C

『
呉
は
こ
の
叙
述
(
と
り
わ
け
最
初
の
文
章
)
か
ら
者
一

g円
宮
『
が

法
概
念
の
明
確
性
を
主
張
し
て
い
る
と
理
解
し
、
典
型
事
例
に
つ
い
て
は

と
も
か
く
限
界
事
例
に
つ
い
て
は
法
概
念
は
暖
昧
で
あ
る
(
暖
昧
だ
か
ら

こ
そ
聞
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
様
々
な
事
実
が
取
り
込
ま
れ
、
法
概
念
が

(
m
m
)
 

重
層
的
と
な
る
余
地
が
あ
る
)
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
に
は

巧
-g円r
2・
の
真
意
が
そ
こ
に
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
に
続
く
叙

述
(
個
別
的
事
案
に
即
し
た
古
典
法
家
の
法
創
造
)
か
ら
見
て
も
、

当
芯
包

r『
の
真
意
は
前
半
部
分
(
法
概
念
の
明
確
性
)
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
後
半
部
分
(
事
案
集
積
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
法
概
念
と
そ
れ
ゆ

え
の
創
造
性
)
に
あ
る
と
理
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で

zogr
の
批
判
は
一
面
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
両
者
の
対
立
は
決
定
的
な

(ω) 

も
の
で
は
な
い
。

Gai. Inst. 3. 149について

第
二
に

M
o
n
-
2
8
概
念
に
つ
い
て
、
コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
か
ら
営
利
組
合

へ
と
い
う

8
2兄
島
観
念
の
大
き
な
展
開
と
、
そ
の
中
へ
ム
キ
ウ
ス
!
セ

ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争
を
位
置
づ
け
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
ロ
ミ
呉
は

ぎ
月
R
r
2
説
を
批
判
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
を
当
然
の
前
提
に
し

て
い
る
。

ム
キ
ウ
ス

l
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争
の
解
釈
に
つ
い
て
の
両
者
の
見
解
の

対
立
は
そ
の
先
に
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
法
概
念
と
事

実
を
安
易
に
結
び
つ
け
ず
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
ム
キ
ウ
ス
説
を
原
則
と
し

て
維
持
し
つ
つ
例
外
を
付
け
加
え
た
と
解
す
る
点
で
、

E
C
『
美
説
は
一
般

論
と
し
て
は
捨
て
難
い
も
の
の
、
具
体
と
抽
象
の
往
復
と
い
う
法
学
的
作

業
(
本
稿
三
)
と
こ
れ
を
基
に
し
た
個
別
的
事
案
の
解
釈
(
本
稿
四
)
と

が
有
機
体
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
(
こ
の
二
つ
が
結
局
は
一
体
化
し
て
い

る
)
点
で
を

-gnrq
説
が
よ
り
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
一
の
冒
頭
で
ふ
れ
た
を
芯
R
rえ
の
い
わ
ゆ
る
「
主

題
化
」
な
い
し
「
問
題
設
定
」
に
つ
い
て
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と

に
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
は
、
個
別
的
事
案
の
中
に
一
般
的
準
則
を
見
、

一
般
的
準
則
の
中
に
個
別
的
事
案
を
見
る
(
そ
の
意
味
で
法
概
念
と
は
類

型
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
)
と
い
う
法
学
的
思
考
様
式
の
古
典
的

(
削
)

形
態
を

8
2
2
8
と
い
う
法
概
念
に
つ
い
て
再
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

(
1
)
者

5
円宵
2
・
E
E
R宮市開向。円宮田岡町田口
EF
円E
R
-
-
早
∞
∞
-
∞
・

8
ω
(紹

介
一
小
菅
芳
太
郎
『
国
家
学
会
雑
誌
』
一

O
五
巻
三
・
四
号
(
一

九
九
二
)
一
三
七
頁
)

(
2
)
Q
・
ム
キ
ウ
ス
と
彼
の
生
き
た
時
代
に
つ
き
林
智
良
「
神
官
ク

ィ
l
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ

ρ
E
5
5
玄

5
5印

∞
g
m
g
Z
E
E
-
P
H
と
共
和
政
末
期
ロ

1
マ
|

l

『
国
家
の
第
一

人
者
胃
5
2甘
巾
日

2
〈

E
C回
』
と
し
て
の
軌
跡
を
追
っ
て
|
|
」

『
法
学
論
叢
』
一
二
九
巻
六
号
(
一
九
九
一
)
六

O
頁
参
照
。
な
お
、

「
本
来
な
ら
ば
、

ω円
〔
筆
者
注
一
ム
キ
ウ
ス
の
こ
と
〕
の
法
学
史

北法44(6・423)1835



キヰ

上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
議
論
を
彼
の
対
社
会
的
行
動
の
軌
跡

と
同
時
に
考
察
す
べ
き
で
あ
る
」
(
七
五
頁
注
4
)

こ
と
に
つ
い
て

は
筆
者
も
同
感
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
視
点
の
両
立
は
容
易
で

な
く
、
本
稿
で
は
林
論
文
が
留
保
す
る
法
学
史
的
観
点
か
ら
の
考

察
を
ま
ず
試
み
る
こ
と
と
し
た
。

(
3
)
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
と
彼
の
生
き
た
時
代
に
つ
き
林
智
良
「
セ
ル
ウ

ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
・
ル
l
フ
ス
∞
常
三
巴
∞
∞
三
宮
2
5

E
E印
と
共
和
政
末
期
ロ
l
マ
|
|
彼
の
法
学
者
像
と
政
治
家
像

を
め
ぐ
っ
て
1
1
(
一
)
(
二
・
完
)
」
『
法
学
論
叢
』
一
二
五
巻
一

号
(
一
九
八
九
)
五
六
頁
、
同
二
号
(
一
九
八
九
)
六
二
頁
参
照
。

さ
ら
に
同
「
ア
ル
フ
ェ

1
ヌ
ス
・
ウ
ァ
l
ル
ス
〉

R
g
g
〈

R
Z
M

と
共
和
政
末
期
ロ
l
マ
|
|
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
・

ル
l
フ
ス
と
の
比
較
か
ら
|
|
」
『
法
学
論
叢
』
一
二
六
巻
三
号
(
一

九
八
九
)
八
六
頁
も
参
照
。

(
4
)

当
局

R
Zタ
N
R
E
-
-
m
含
凹
〉
「
間
口

E
g
g
-ロ
己
巾
『
『
D
S
5
F
E

]巴『回印℃『=島内山口
N-

百
-

H

吋
凶
同
巴
『
窓
・
同
ハ
釦
印
巾
『

N
E
g

斗
。
・
の
め
σ
E
江田

S
四
-

E
話-∞・

2『
-e
小
菅
芳
太
郎
「
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
法
学
(
覚

書
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四

O
巻
五
・
六
号
(
一
九
九

O
)

一ムハ

七
九
頁
お
よ
び
一
七

O
二
頁
注
お
参
照
。
な
お
、
古
典
法
家
(
セ

ル
ウ
ィ
ウ
ス
)
に
よ
る
事
案
の
法
的
構
成
の
意
義
に
つ
き
、
拙
稿

「〉-円。

ω
P
N
A
H
ω
-
H
N
Q
E
E
に
つ
い
て
l
1
l
ロ
l
マ
法
に
お

け
る
法
学
的
構
成
の
一
例
|
|
」
『
法
学
雑
誌
』
四

O
巻
二
号
(
一

九
九
四
)
掲
載
予
定
参
照
。

資

(
5
)
者
E
n
r
2・白
-
P
0
2
H
)
∞・

8
ω
・〉

a
g

(
6
)
ロ
l
マ
組
合
法
に
つ
い
て
は
原
因
慶
吉
『
ロ
l
マ
法
(
改
訂
版
)
』

(
有
斐
閣
、
一
九
五
五
)
一
九
六
頁
、
船
田
享
二
『
ロ
l
マ
法
(
改

訂
版
)
第
三
巻
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
O
)
二
O
六
頁
、
ヵ
l
ザ

l

(
柴
田
光
蔵
訳
)
『
ロ
l
マ
私
法
概
説
』
(
創
文
社
、
一
九
七
九
)
一
二

五
七
頁
な
ど
の
一
般
的
文
献
の
ほ
か
、
石
本
雅
男
「
羅
馬
法
に
お

け
る
皆
丘
町
門
即
日
概
念
と
そ
の
機
能
(
一
)
(
二
・
完
)
」
『
法
と
経
済
』

三
巻
二
号
(
一
九
三
五
)
五
一
頁
、
三
号
(
一
九
三
五
)
三
九
頁
、

来
栖
三
郎
「
共
同
相
続
財
産
に
就
い
て
|
|
特
に
合
有
論
の
批
判

を
兼
ね
て
|
|
(
一
)
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
五
六
巻
二
号
(
一
九

三
八
)
二
四
三
頁
、
瀧
浮
栄
治
「
ロ
l
マ
法
に
お
け
る
組
合
訴
権

の
一
機
能

i
l
組
合
存
続
中
の
組
合
訴
権
に
関
す
る
一
考
察
l
|
」

『
法
政
研
究
』
五
一
巻
二
号
(
一
九
八
五
)
三
五
九
頁
(
瀧
津
論
文

に
つ
き
口
石
久
美
子
『
法
制
史
研
究
』
三
六
号
(
一
九
八
七
)
四

一
一
一
一
頁
(
書
評
)
も
参
照
)
が
あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
ム

キ
ウ
ス
|
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
論
争
(
の
巴
-
Zぇ・

ω
-
E
S
に
つ
い
て

詳
論
す
る
邦
語
文
献
は
見
当
ら
な
い
。
欧
語
文
献
に
つ
い
て
は
さ

し
あ
た
り
次
注
7
参
照
。
な
お
、
直
接
「
組
合
」
を
論
ず
る
も
の

で
は
な
い
が
、
誠
意
訴
訟
で
保
護
さ
れ
る
諸
関
係
(
こ
こ
に
「
組
合
」

も
含
ま
れ
る
)
の
多
く
を
占
め
る
古
ロ
!
マ
的
信
義
関
係
の
由
来

に
つ
い
て
の
ぎ
ぽ
R
r
2
の
構
想
を
紹
介
す
る
文
献
と
し
て
小
菅

芳
太
郎
「
ル
ブ
リ
ア
法
|
|
名
誉
法
の
一
問
題
点
l
|
」
『
北
大
法

学
論
集
』
一
五
巻
三
号
(
一
九
六
五
)
四
八
四
頁
注
必
が
あ
る
。
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さ
ら
に
本
稿
注
却
対
応
本
文
、
注
幻
、
注
目
、
注
回
も
参
照
。

(
7
)
主
に
参
照
し
た
の
は
次
の
文
献
で
あ
る
。
者
お

R
W
2・
ω0228-

同
白
巴
間
同
町
四
国
包
ロ
印
円
『
即
日
一
昨
=
=
円
日
開
『
垣
市
『
σ帥間内田市ロ印円『回目立一?]戸市山
ω
m
y
z
o
『白
F

m即時い
5
口内印刷。巾何回【回。ロ品ケ開口門的円

F
2円四巴口岡山
σ巾伺『=ロ己
E
口問巾ロ

F2
品巾口

書
2
2
5
S回目門町内ロ]巴吋岡田門司ロ

E
M
「白

F
8・
5
3
(紹
介
一
拙
稿

『
国
家
学
会
雑
誌
』
一

O
五
巻
三
・
四
号
(
一
九
九
二
)
一
四
三

頁

γ

ω

5
∞
ロ
唱
者

E
円
Z
F
E
Z
2
2
0
2
E
g
ι
r
ω
N
∞∞-

E
コ
・
∞
・

ωω
市WR-
以
下
者
克
巳

rm『e
∞
0
2
g
m
E
C
Z
F
E
g口
市
"

を
お

R
Z『
emN
と
引
用
す
る
。
そ
の
他
の
略
語
は
宍

8
2・
0a

ss-∞円
Z
P
Z民
Z
S
ニ-
N
E
E
-
-
E己
・
凶
何
回
日
(
に
従
う
。

(
8
)
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
船
田
享
二
訳
『
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
(
新

版
)
』
(
有
斐
閣
、
一
九
六
七
)
一
一
一
五
頁
以
下
、
↓
宮
宮
田
岳

E
g

え
の
巳
E
少、
H，『同ロ回一回同巾【同者同門
F

白ロ-口同『
C
円H
Z
2
5ロ
F
可
。
。
『
己
O

口
白
ロ
ι

-
S
E
E
S
-
E∞∞-司・

ω己
を
参
照
し
た
。

(
9
)
出。『同

r・
mmECロ巾日・

ω-H
印∞・

(
叩
)
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
末
松
謙
澄
訳
『
ユ
ス
チ

l
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝

欽
定
羅
馬
法
学
提
要
(
改
訂
増
補
第
三
版
)
』
(
有
斐
閥
、
一
九
二
ハ
)

四
O
三
頁
以
下
、
(
V
C

『司

5
-
E『回目巴〈己目的噂

H
'
E・・
5
2認
定
門
〈

S

F
F『
S
P
R
E
E
-
E
u
-
n
z
ロロ且

ω
g
Z『・

5
8
-
∞
-H∞
∞
を
参

照
し
た
。

(
日
)
船
田
・
前
掲
訳
書
(
注
8
)
一
二
五
頁
も
同
様
の
補
充
を
行
な
う
。

(ロ
)
P
E閥的
Z
5・∞
U
H
-
-
∞
ω
∞
-
∞
叶
∞
戸
当
同
市
民
吉
「
・
印
。

2
2即日・
ω

N
A
凶
斗
な
ど
参
照
。

(日

)
E
C『白
w-HNEDEg・∞・

5
H『
(
も
っ
と
も
、

Z
2尖
は
必
ず
し

も
真
正
説
そ
れ
自
体
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
主

眼
は
法
概
念
の
相
対
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
後
注
口
参
照
)
・

名目。

R
Z『・
ωN-
∞・

ω品
。
(
か
つ
て
改
鼠
説
を
唱
え
た
巧
同

g
n
r
R

も
(
前
注
ロ
参
照
)
本
論
文
で
は
|
|
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
研
究

華
や
か
な
り
し
当
時
で
は
な
く
|
現
在
な
ら
真
正
説
を
支
持
す

る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
た
だ
し
「
条
件
」
と
「
理
由
」
の
違
い
か

ら
後
者
を
古
典
的
と
す
る
国
ミ
尖
の
説
を
読
み
込
み
す
ぎ
と
批
判

す
る

(ω
・
ω
怠
・
〉

:E))
な
ど
参
照
。
比
較
的
古
い
真
正
説
と
し

て
、
玄
目
的
門
戸
「
島
円
。
ロ
円
巾

Ngロ巾

Z
E
E
-回
目
巴
円
阻
止
己
品

E
3
0
巾
ι巾同
Z

E
E
-
四百「

F
E
R
Z
E
E
-
Z
ω
斗・

3
・
2

(筆
者
未
見
、
船
田
・

前
掲
訳
書
(
注

8
)
三
三
三
頁
、
国
O

『白
F
】
耐
え
S
E
a
-
∞
一

E
H
に

よ
る
)
が
あ
る
。

(
比
)
ロ

l
マ
契
約
法
に
お
け
る
合
意
の
自
由
と
い
う
古
典
期
の
原
則

(
こ
れ
に
つ
い
て
は
原
田
・
前
掲
書
(
注

6
)

一
七
二
頁
参
照
)
お

よ
び
こ
れ
に
対
立
す
る
給
付
と
反
対
給
付
の
等
価
性
と
い
う
後
古

典
期
の
原
則
に
つ
き

Z
c
g
r
-
E
5
5少
∞
呂
少
〉
・
お
が
引
用

す
る
〉
『
百
四
回

CtmEN-F白
的
。
口
広
S
百
円
目
目
立

=o
「。

gso-
同市
W印()・

3
・
5
H
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
書
評
で
あ
る

さ
町
田
口

r
q
-
m
N
3・
5
印
N-
∞
さ
叶
も

i
l
古
典
期
の
組
合
像
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
伝
統
的
コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
か
ら
の
発
展
と
捉

え
る
者

-
g
n
E『
説
(
後
述
)
と
、
こ
れ
を
諾
成
契
約
と
捉
え
る

〉『白口問
5
1月
EN
説
が
根
本
的
に
対
立
す
る
(
な
お
、
本
稿
で
は
も
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料

つ
ば
ら
ム
キ
ウ
ス
と
セ
ル
ウ
ィ
ル
ス
(
共
和
政
末
期
)
の
組
合
概

念
を
問
題
に
す
る
た
め
、
古
典
期
の
組
合
に
関
す
る
宅
汚
白
内
片
巾
『

と
〉
『
吉
岡
5
l河
巴
H
N

の
論
争
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
瀧
湾
・
前
掲
論
文
(
注
6
)
三
六
六
頁
以
下
参
照
)
に
も
か
か

わ
ら
ず
|
|
同
意
す
る
。

(日
)
E
C
E
-
f
m
巳
5
ロ
巾
少
∞
-

H

合同門・

(
日
)
い
わ
ゆ
る
「
獅
子
組
合
」
に
つ
き
、
さ
し
あ
た
り
原
因
・
前
掲

書
(
注
6
)

一
九
七
頁
、
船
田
・
前
掲
書
(
注
6
)
一
二
四
頁
、

柴
田
・
前
掲
書
(
注
6
)
三
五
八
頁
参
照
。

(
げ
)
ロ

l
マ
法
に
お
け
る
法
概
念
の
性
質
に
つ
き
国
D
E
r・悶

5
0ロ巾少

∞
-
E少∞・
5
2・
前
掲
拙
稿
(
注
7
)

一
四
六
頁
下
段
参
照
。
な

お
、
筆
者
は
同
筒
所
で
、

E
R尖
の
主
張
が
「
法
概
念
の
中
心
部

は
直
観
的
に
把
握
し
う
る
(
だ
か
ら

B

宮市開

Z
E
E常
ロ
〕
も
不

要
)
ほ
ど
に
明
確
で
あ
る
(
こ
の
点
は
有
力
説
と
同
じ
)
が
、
周

辺
部
は
ぼ
や
け
て
い
て
、
事
案
に
応
じ
て
そ
の
都
度
変
わ
り
う
る

相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
(
た
と
え
不
完
全
で
も
)

B
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
」
と
し
た
が
、
法
概
念
を
中

心
部
と
周
辺
部
に
分
け
て
説
明
し
た
点
は
読
み
込
み
す
ぎ
で
あ
っ

た

Boz-内
は
そ
の
よ
う
に
は
言
っ
て
い
な
い
)
の
で
本
文
で
述

べ
た
よ
う
に
訂
正
す
る
。
さ
ら
に
後
注
却
お
よ
び
対
応
本
文
も
参

照
。
よ
り
一
般
的
に
は
、
ハ
ー
ト
(
矢
崎
光
園
監
訳
)
『
法
の
概
念
』

(
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
)
な
ど
参
照
。

(
時
)
本
法
文
お
よ
び
『
学
説
葉
纂
』
一
七
巻
二
章
「
組
合
訴
権
に
つ

資

い
て
」
の
諸
法
文
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
江
南
義
之
訳
『
「
学
説
棄

纂
」
の
日
本
語
へ
の
翻
訳

(
l
)
』
(
信
山
社
、
一
九
九
二
。
初
出

は
『
神
奈
川
法
学
』
二
二
巻
三
号
(
一
九
八
七
)
九
九
頁
)
四

O

三
頁
以
下
を
参
照
し
た
。

(
四
)
以
下
で
掲
げ
る
諸
学
説
は
ロ
ミ
呉
-
m白色
DEg-
∞
-
H
S
R・
に
よ

る。

(
却
)
者
克
巳
rq-ω

。2
2
8
-
ω
N
色
町
:

(
幻
)
∞
巾
日
己
巾
『
・

ωOKH-Hhwω
∞-∞

NCm円

(
詑
)
り
こ
ζ
R
N
0
・∞
E
-
一品印
-

H

匂

ω
∞・℃
-
N
め印・

(
お
)
〈
田
口
問
ぬ
「
。
垣
-
F
巾『「
F
z
n
F

門日巾「回以田口島内}内丹市四回目戸斗・〉
=
2
・
Hmw、可。・

∞目品斗]{『・

(
担
)
テ
キ
ス
ト
は
図
。
『
白
F
H
g
z
oロ
2
・∞回同め
ω
・
〉
め
ω
に
よ
る
。

(
お
)
出
口
『
白
F
H
g
c
cロ巾印噂∞
-

H

∞
ω
・

(
お
)
者

-g円r
q
-
r
2
2
8
・
ω
N
E
町内・

ω目
N
宅
問
(
後
述
)
・

(
訂
)
こ
こ
で

ω
o
n
E
B
論
文
の
構
成
を
ご
く
簡
単
に
示
し
て
お
く
。

序
論
で
は
人
法
的
関
係
か
ら
財
産
法
的
関
係
へ
の
発
展
と
い
う

明。円

E
g
の
発
展
史
の
概
括
的
な
見
取
図
が
示
さ
れ
、
第
一
章
で

は
史
料
の
再
構
成
が
行
な
わ
れ
、
第
二
章
で
は
「
合
意
」

(gロ〈中

口
可
巾
)
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
第
三
章
で
は
ガ
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
』

新
断
片
の
発
見
(
後
述
)
を
契
機
と
し
て
包
円
互
訟
の
起
源
が
論

じ
ら
れ
、
第
四
章
で
は
古
典
期
の
組
合
の
諸
形
態
が
歴
史
的
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
第
五
章
で
は
後
古
典
期
の
諾
成
契
約
理
論
が
扱
わ

れ
る
。
筆
者
の
理
解
で
は
第
一
章
で
行
な
わ
れ
た
史
料
の
再
構
成
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の
成
果
が

g
n
-
2
8
に
関
す
る
様
々
な
論
点
(
こ
こ
に
の
笠
宮
田
丹
田

ω
'
E
U
の
解
釈
も
含
ま
れ
る
)
に
つ
い
て
の
項
目
巾

R
Z「
説
の
出
発

点
な
い
し
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

(
お
)
∞
恒
三
間
口
予
〈
ロ
呂
田
巾
『
ロ
同
ロ
ロ
田
町
『
巾
『

N
2仲
間
口
『
の
巾
印
2
N
伺巾σ=口問=ロ品

閉山内円

Z
2
5
2日円
Z
R・
5
E
-
∞・

ω
2
3
こ
の
点
に
つ
き
山
田
歳

「
サ
ヴ
ィ
ニ

l
に
お
け
る
慣
習
法
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
八
六
巻
一

号
(
一
九
五

O
)

一
一
頁
以
下
、
ネ
ル
(
青
井
秀
夫
・
西
村
重
雄

共
訳
)
「
サ
ヴ
ィ
ニ
!
の
『
生
き
た
直
観
』
」
『
法
学
』
四
五
巻
六
号

(
一
九
八
二
)
八
九
九
頁
以
下
参
照
。
さ
ら
に
小
菅
芳
太
郎
「
レ
ス

プ
ブ
リ
カ
(
共
和
的
国
制
)
と
法
学
」
『
北
大
法
学
論
集
』
三
六
巻

五
・
六
号
(
一
九
八
六
)
一
八
一
一
一
頁
も
参
照
。
な
お
、
ェ

l
ル

リ
ッ
ヒ
が
か
よ
う
な
法
学
を
理
想
と
し
、
そ
の
理
想
像
を
古
典
ロ
ー

マ
法
に
見
た
こ
と
に
つ
き
拍
訳
「
エ
!
ル
リ
ッ
ヒ
『
自
由
な
法
発

見
と
自
由
法
学
』
」
『
北
大
法
学
論
集
』
三
九
巻
一
号
(
一
九
八
八
)

一
五
三
頁
お
よ
び
拙
稿
「
法
曹
法
の
歴
史
的
基
礎
づ
け

l
i
エ
ー

ル
リ
ッ
ヒ
の
法
源
論
|
|
(
一
)
(
二
・
完
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』

四
一
巻
三
号
(
一
九
九
こ
一

O
五
二
貝
、
同
四
号
(
一
九
九
こ

一
四
六
一
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
か
よ
う
な
類
型
的
(
法
概
念
と
は

類
型
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
)
思
考
様
式
の
現
代

ロ
l
マ
法
研
究
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
そ
の
現
代
的
意
義
に
つ
き

拙
稿
「
『
類
型
論
』
の
原
点

l
|
D
・
ネ
ル
著
『
区
分
と
列
挙
』
を

手
が
か
り
に
し
て

l
|
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四
一
巻
五
・
六
号
(
一

九
九
二
二
五
五
五
頁
参
照
。
と
り
わ
け
最
後
の
拙
稿
に
つ
き
児

玉
寛
「
覚
書
・
ロ

i
マ
慣
習
法
論
|
|
法
源
理
論
再
考
・
第
一

|
|
」
『
法
学
雑
誌
』
三
八
巻
三
・
四
号
(
一
九
九
二
)
七
三
三
頁

(
と
り
わ
け
注
げ
、
注
却
、
注
お
)
も
参
照
。

(
却
)
者
序
回
目

r
q
-
F円
-
2
8・
ω
N
品
・
な
お
、
由
来
を
異
に
す
る
二
種
類

の

8
2
2
8
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
さ
し
あ
た
り
後
注
目
の
引
用

文
献
、
後
注
竹
山
、
後
注
目
、
後
注
訂
対
応
本
文
参
照
。

(
却
)
巧

5
R
Z『・

ω
C
2
5・∞・

ω∞
『
:
な
お
、
市
民
法
体
系
(
群
)
お

よ
び
告
示
注
解
体
系
と
並
ぶ
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
体
系
(
こ
の
点
に
つ

義
口
穴
=
ロ
宵
巾
「
河
D
g
Z
円
『
巾
河
巾
門
F
Z間
巾
印
門
町
田
門
『
円
ク
印
〉
=
戸
・
]
{
句
。
寸
-

mH印匂同
J

柴
田
光
蔵
「
ロ

i
マ
法
学
」
碧
海
純
一
・
伊
藤
正
己
・

村
上
淳
一
一
編
『
法
学
史
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
六
)
四
七
頁
注

お
参
照
)
は
『
学
説
集
纂
』
一
七
巻
二
章
「
組
合
訴
権
に
つ
い
て
」

に
あ
っ
て
は
最
後
の
ほ
う
に
若
干
の
法
文
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
圧

倒
的
に
支
配
的
な
の
は
市
民
法
体
系
(
前
半
部
分
)
と
告
示
注
解

体
系
(
後
半
部
分
)
で
あ
る
。
市
民
法
体
系
の
全
体
像
お
よ
び
そ

の
変
還
に
つ
き
吉
野
悟
「
ロ

l
マ
の
『
法
学
提
要
』
に
お
け
る
人

の
法
の
成
立
(
こ
っ
乙
」
『
法
学
雑
誌
』
一
一
一
巻
一
号
(
一
九
七

四
)
一
頁
、
同
二
号
(
一
九
七
四
)
二
二
三
貝
、
告
示
注
解
に
つ

き
吉
原
・
後
掲
論
文
(
注
前
)
参
照
。

(
幻
)
本
法
文
に
始
ま
る
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
注
釈
の
前
提
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
条
件
付
で
組
合
を
結
び
う
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
者
お

R
r『
-
F円
Eg'ω
・
2
・
の
ふ

ω叶固め・

(
ロ
)
「
巾
ロ
巾
f
m
同
玄
ロ
ロ
凶
印
百
円
巾
B-
∞C
口島内『白σ品『ロ円}両国=凶己巾「明，

gzmwF巾
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料

同
国
『
河
・
〈
C

ロ』
F
m
『』口問・∞丹『白目的
σ
ロ『間・]{∞
m
w
N
-

∞'。
N
(
4
〈見山田口}内巾「-

F
2
2
8・
ω
品
目
ゲ
〉
-
N

に
よ
る
)
な
ど
。

(
お
)
者
忠
良
r
q
-
F
2巳回目・

ω

2
・

(
弘
)
参
考
の
た
め
関
連
部
分
を
訳
出
し
て
お
く
。

c
q
'
0・
H
N
N
E
3
c
r
u
-
)・
〔
組
合
か
ら
〕
抜
け
ら
れ
な
い
と
合

意
し
た
場
合
、
こ
の
合
意
は
有
効
か
否
か
。
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
か
よ
う

な
合
意
は
無
効
で
あ
る
と
見
事
に
書
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
よ
う

な
合
意
が
な
い
場
合
に
も
組
合
に
対
し
不
時
に
解
散
通
告
が
な
さ
れ
れ

ば
組
合
訴
権
が
成
立
す
る
が
、
二
疋
期
間
組
合
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
と

合
意
し
、
期
間
満
了
前
に
解
散
通
告
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
こ
の
解
散

通
告
に
は
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
組
合
が
結
ぼ
れ
た

と
き
の
条
件
が
成
就
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
解
散
通
告
を
行
な
う

者
は
組
合
訴
権
の
被
告
に
な
ら
な
い
。
で
は
・
・
:
。

(お

)
J
E
g
n
r
q
-
F
Z
2
8・
ω
志
向
:

(
お
)
者
芯
R
r
R
-
r
2
2
8・
ω
品。・

(
幻
)
一
九
一
二
一
一
一
年
の
ガ
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
』
新
断
片
発
見
(
船
田
・

前
掲
訳
書
(
注

8
)
六
二
頁
参
照
)
が
巧
呂
田
n
Z『
の

F
2
2
8

論
文
執
筆
の
動
機
に
も
な
り

3
2
5
8・
ω・印)、

g
-
m
R
r
q
は
本

法
文
に
見
ら
れ
る
「
分
割
さ
れ
な
い
所
有
権
〔
に
よ
る
組
合
〕
」
、

す
な
わ
ち
自
権
相
続
人
に
よ
る
コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
お
よ
び
そ
れ
以

外
の
者
に
よ
る
模
倣
コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
に
つ
い
て
詳
論
す
る

(
ω
2
5
8・∞・

5
2『
)
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
船
田
・
前
掲
書
(
注

6
)
二
O
七
頁
以
下
お
よ
び
二
一

資

O
頁
注
七
、
吉
野
悟
「
古
代
ロ

l
マ
に
お
け
る
『
最
近
宗
族
』
の

法
的
地
位
」
『
専
修
大
学
論
集
』
二

O
号
(
一
九
五
九
)
二
六
頁
、

小
菅
芳
太
郎
「
ロ
オ
マ
早
期
の
家
(
学
説
管
見
)
」
『
法
制
史
研
究
』

一
八
号
(
一
九
六
八
)
一
頁
参
照
。

(
招
)
者
広
田
円
r
q
-
ω
C
2
2曲目・

ω・品。・

(
却
)
者
芯
R
r巾「・
ω
D円四巾
g
印
・
∞
・
え
は
:

(
的
)
本
文
に
掲
げ
た
文
章
が
サ
ピ
ヌ
ス
の
も
の
で
、
こ
れ
に
ウ
ル
ピ

ア
ヌ
ス
が
寸
サ
ピ
ヌ
ス
の
見
解
は
正
し
い
」
と
注
釈
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
四
円
『
内
内
仲
間
は
ぎ

Fgnr句
説
に
有
利
な
根
拠
と
な
り
う
る

よ
う
に
も
見
え
る
が
、

t
ξ
5
R
r
m『・∞
R
5
S∞-∞・

2
に
よ
れ
ば

2

『
巾
内
需
は
問
題
の
箇
所
で
あ
る
。
何
が
問
題
な
の
か
巧
吊
R
r『
は

詳
論
し
て
い
な
い
が
、
筆
者
の
推
定
で
は
、
一
つ
に
は
テ
キ
ス
ト

の
問
題
が
あ
る

(
2
を
円
巴
ヨ
あ
る
い
は
三
と
す
る
テ
キ
ス
ト
が

あ
る
)
こ
と
、
一
つ
に
は
古
典
期
の
組
合
は
売
買
や
賃
約
と
い
っ

た
諾
成
契
約
と
は
異
な
る
・
委
任
(
委
任
に
つ
い
て
は
「
ロ

l
マ

法
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
(
一
九
九
一
年
九
月
、
九
州
大
学
)
に
お

け
る
諸
報
告
を
ま
と
め
た
論
文
集
豆

E
E
Z
E
E
ι
〈
句
者
自
己
Z
P

5
8
参
照
。
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
と
り
わ
け
信
義
の
関
係
を

基
本
に
委
任
を
考
察
す
る

Z
0
2
論
文
参
照
)
や
事
務
管
理
に
近

い
・
敗
訴
の
効
果
と
し
て
「
破
廉
恥
」

(
S
F
E白
)
の
汚
点
が
つ
く
・

信
義
に
基
づ
く
関
係
で
あ
る
と
す
る
巧

-Z円
宮
「
の
全
体
構
想
(
こ

れ
に
つ
い
て
も
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
小
菅
・
前
掲
論
文
(
注

6
)
四
八
四
頁
以
下
、
瀧
淳
・
前
掲
論
文
(
注
6
)
三
七

O
頁
以

北法44(6・428)1840



Gai. Inst. 3. 149について

下
参
照
)
と
本
法
文
が
矛
盾
す
る
こ
と
|
|
現
に
本
法
文
の
後
半

部
分
に
つ
き
宅
お
R
r
q
は
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
の
可
能
性
を
示

唆
す
る

3
0
2
2
8・∞・

5
H
)
iー
が
考
え
ら
れ
る
。

(
M
U
)
C
6
・0

口
N
N
ω

胃

3
O
F
F
-
-
彼
〔
組
合
に
受
け
入
れ
ら
れ
た

者
H
C
〕
が
無
資
力
の
場
合
に
、
彼
〔
単
独
で

C
を
組
合
に
加
入
さ
せ

た
者
H
B
〕
は
自
ら
の
訴
権
を
〔
他
の
〕
組
合
員
達
〔
A
ら
〕
に
譲
渡
し
、

そ
の
結
果
、
彼
ら
〔
A
ら
〕
に
そ
れ
以
上
の
も
の
を
給
付
し
な
い
こ
と

で
足
り
る
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
ら
〔
A
ら
〕
を
無
損
害
に
す
る
必
要
が

あ
る
の
か
に
つ
き
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
疑
問
と
す
る
。
私
〔
ウ
ル
ピ
ア

ヌ
ス
〕
も
彼
〔
B
〕
は
彼
が
単
独
で
受
け
入
れ
た
者
〔
C
〕
の
名
で
拘

束
さ
れ
る
と
考
え
る
。
彼
〔
B
〕
が
過
失
に
よ
り
〔
C
を
〕
受
け
入
れ

た
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

本
法
文
に
つ
き
を
ぽ
R
r
R
-
∞
2
5
8・
ω
当
・
〉
品
は
、
イ
ン

テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
が
多
い
た
め
(
詳
し
く
は

H
E
E寸
参
照
)
ポ
ン

ポ
ニ
ウ
ス
が
サ
ピ
ヌ
ス
の
「
受
け
入
れ
た
」
に
注
釈
し
て
い
る
こ

と
以
外
は
不
明
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
本
法
文
は
次
の
よ
う

に
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

B
が
負
っ
た
債

務
は
本
来
、

B
が
A
に
対
し
訴
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
清
算

さ
れ
う
る
が
、

B
が
A
の
同
意
な
く

C
を
組
合
に
加
入
さ
せ
た
本

件
に
お
い
て
は
、

C
は
A
の
組
合
員
で
は
な
い

(
A
と
B
の
問
、

B
と
C
の
聞
に
二
個
の
組
合
が
存
在
す
る
)
の
だ
か
ら
、

C
が
負

っ
た
債
務
に
つ
き
B
は
A
に
対
し
組
合
訴
権
を
行
使
し
え
な
い

(
C

の
債
務
は

B
だ
け
が
負
担
す
る
)
こ
と
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
争

い
が
な
く
、
問
題
は

A
の
出
資
が
ど
う
な
る
か
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
が
述
べ
る
第
一
の
説
だ
と
、

B
が
C
に
対
し
て
も

つ
組
合
訴
権
を

A
に
譲
渡
し
て
も
、

C
が
無
資
力
で
あ
る
た
め
、

結
局
A
は
出
資
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
、
第
二
の
説
だ
と
、

B
は
A
の
出
資
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

A
は
出
資
を
失
わ

な
い
。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
(
第
一
の
説
の
ほ
う
が
論
理
的
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
)
第
二
の
説
を
支
持
し
、
結
果
と
し
て
は

B
に
使
用

者
責
任
類
似
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
。

(
M
M
)

者

Z
R
Z『・
ω
0
2
2
8・
∞
目
当
・

(

日

目

)

ぎ

5
2
Zア
∞
包
括

g
∞
-ω'
品、吋同
:
ω
2
5
Sタ
ω・
主
に
よ
れ
ば
さ
ら

に
前
掲
(
二
の
本
文
)
司

-
g
も
こ
の
失
わ
れ
た
章
に
属
す
る
。

(
叫
)
も
っ
と
も
者

-mRrミ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
後
古
典
的
な
法
文

の
中
か
ら
古
典
的
な
文
脈
を
発
見
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
司
『
・

ωH
に
お
い
て
は
、
サ
ピ
ヌ
ス
が

8
2
2
3

の
名
の
下
で
あ
ら
ゆ
る
共
有
関
係
を
扱
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ウ

ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
契
約
に
基
づ
か
な
い
偶
然
の
共
有
と
共
有
物
の
な

い
組
合
と
を
区
別
し
え
た
の
で
あ
る
(
∞
02巾
g
p
ω

凡な山)。

(
伍
)
本
法
文
は
訴
訟
上
の
担
保
問
答
契
約
に
か
か
わ
る
。
参
考
の
た

め
、
本
法
文
の
こ
れ
に
続
く
部
分
と
、
毛
田
g
n
r
q
が
引
用
す
る

(
ω
2
5
8・
ω・
品
∞
)
関
連
法
文
を
掲
げ
て
お
く
。

E
E
U
H叶

N

N
叶

S
F
V
)・
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
こ
と
を
条
件
付
き

で
約
束
し
、
組
合
解
散
後
に
こ
の
条
件
が
成
就
し
た
場
合
は
、
共
有
財

産
か
ら
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
く
そ
れ
ゆ
え
、
組
合
が
一
時

北法44(6・429)1841



料

的
に
解
散
す
る
場
合
は
、
担
保
問
答
契
約
が
締
結
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
E
ロ-・

0.
コ・

N
ω
∞
司
「
(
。

rF・
)
・
組
合
一
訴
権
に
お
け
る
裁
定
人
は
、

組
合
か
ら
生
じ
る
で
あ
ろ
う
将
来
の
損
益
に
つ
い
て
の
担
保
問
答
契
約

〔
の
締
結
〕
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
サ
ピ
ヌ
ス
は
こ
れ
を
す
べ
て
の

誠
意
訴
訟
|
|
そ
れ
が
一
般
的
な
も
の
(
た
と
え
ば
組
合
、
事
務
管
理
、

後
見
)
で
あ
れ
個
別
的
な
も
の
(
た
と
え
ば
委
任
、
使
用
貸
借
、
寄
託
)

で
あ
れ
ー
ー
に
つ
き
判
定
し
た
。

(
総
)
『
学
説
葉
纂
』
一

O
巻
に
つ
き
江
南
・
前
掲
訳
書
(
注
時
)
一
一
一
一
一
一

頁
以
下
(
初
出
は
『
神
奈
川
法
学
』
九
巻
一
号
(
一
九
七
三
)
七

七
頁
、
同
三
号
(
一
九
七
四
)
六
三
頁
)
、
一
亡
巻
に
つ
き
春
木
一
郎

訳
『
ユ

l
ス
テ
ィ

l
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝
学
説
葉
纂
プ
ロ

l
タ
』
(
有
斐

閣
、
一
九
三
八
)
二
八
九
頁
以
下
、
二
ニ
巻
に
つ
き
江
南
・
同
書

一
九
五
頁
以
下
(
初
出
は
『
神
奈
川
法
学
』
一
八
巻
=
一
号
(
一
九

八
三
)
一
三
九
頁
)
、
一
一
巻
に
つ
き
江
南
・
同
書
八
五
頁
以
下
参

nロ
uo

(
灯
)
前
注
目
叩
参
照
。

(
川
切
)
看
芯

R
r
q
-
F
2
2
8・
∞
品
目
出
同
:

(的

)
ω
2
5
8・
∞
田
急
に
よ
れ
ば
組
合
訴
権
と
共
有
物
分
割
訴
権
の

競
合
を
論
じ
る
法
文
は
次
の
パ
ウ
ル
ス
法
文
だ
け
で
あ
る
。

聞広己・

0
・
5
-
N
ω
∞・

2
∞
∞
同
町
・
)
，
私
が
君
と
組
合
を
結
び
、
組
合
に

基
づ
く
共
有
財
産
が
存
在
す
る
場
合
、
プ
ロ
ク
ル
ス
い
わ
く
、
私
が
共

有
財
産
に
対
し
支
払
っ
た
費
用
あ
る
い
は
君
が
共
有
物
か
ら
得
た
果
実

資

は
、
組
合
訴
権
に
よ
り
あ
る
い
は
共
有
物
分
割
訴
権
に
よ
り
私
は
〔
君
に
〕

こ
れ
を
請
求
し
う
る
。
そ
し
て
、
一
方
の
訴
権
〔
行
使
心
に
よ
り
他
方

は
消
滅
す
る
。

サ
ピ
ヌ
ス
が
両
訴
権
の
競
合
を
論
じ
て
い
な
い
こ
と
は
、
両
訴

権
は
本
来
は
一
体
で
あ
っ
た
(
だ
か
ら
サ
ピ
ヌ
ス
に
あ
っ
て
は
両

訴
権
の
競
合
は
問
題
に
な
り
え
な
い
)
と
す
る
巧
お

R
E『
説
に

有
利
な
証
拠
と
な
り
う
る
。

と
こ
ろ
で
、
組
合
訴
権
と
共
有
物
分
割
訴
権
は
一
方
の
訴
権
行

使
に
よ
り
他
方
が
消
滅
す
る
と
さ
れ
る
本
法
文
に
対
し
、
次
の
ウ

ル
ピ
ア
ヌ
ス
法
文
に
お
い
て
は
正
反
対
の
叙
述
が
見
ら
れ
る
。

c
f・0
H
N
N
S
(
N
∞
色
白
)
共
有
物
分
割
訴
権
が
提
起
さ
れ
て
も
組

合
訴
権
は
消
滅
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
組
合
訴
権
は
債
務
名
義
を
も
ち
、

裁
定
権
限
付
与
を
許
さ
な
い
〔
と
い
う
違
い
が
あ
る
〕
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
〔
共
有
物
分
割
訴
権
が
提
起
さ
れ
た
後
〕
組
合
訴
権

が
提
起
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
訴
権
〔
組
合
訴
権
〕
に
よ
り
原
告
は
、

第
一
の
訴
権
〔
共
有
物
分
割
訴
権
〕
に
よ
り
彼
が
得
た
額
よ
り
も
少
な

い
額
〔
組
合
訴
権
に
よ
り
得
る
で
あ
ろ
う
額
と
共
有
物
分
割
訴
権
に
よ

り
得
た
額
と
の
差
額
〕
を
得
る
。

本
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
法
文
は
、
サ
ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
の
再
構
成

の
た
め
に
宅
芯
R
r
R
が
主
た
る
分
析
対
象
と
し
て
い
る
『
サ
ピ

ヌ
ス
注
解
』
三

O
巻
で
は
な
く
『
告
示
注
解
』
に
属
し
、
し
か
も

組
合
訴
権
が
扱
わ
れ
る
『
告
示
注
解
』
一
一
一
一
巻
(
そ
の
再
構
成
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
)
で
は
な
く
使
用
貸
借
が
扱
わ
れ
る
(
「
自
己
・

北法44(6・430)1842 
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司
副

-
5
参
照
)
二
八
巻
に
属
す
る
法
文
で
あ
る
た
め
に
を
お

R
r『

の
分
析
対
象
か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
者
5
R
r
m
『
が
本
法
文

を
見
落
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
仮
に
、
パ
ウ
ル
ス
法
文

と
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
法
文
と
の
聞
に
矛
盾
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
サ

ピ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
の
再
構
成
を
目
指
す
ぎ

Z
R
E二
説
の
当
否

に
直
接
の
関
係
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
両
法
文
の
整
合
的
解
釈
に
つ
い
て
は
す
で
に
パ
シ

リ
カ
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
白
色
目
宮
内
『
戸

ω・
、
工
!
日
参

照
。
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
に
よ
れ
ば
、
パ
ウ
ル
ス
法
文
は
、
組
合
訴
権

に
拘
束
さ
れ
る
す
べ
て
の
レ
ス
に
つ
い
て
で
な
く
、
組
合
訴
権
か

共
有
物
分
割
訴
権
か
の
い
ず
れ
か
が
提
起
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
レ

ス
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
に
あ
っ
て
は
一
方

の
訴
権
行
使
に
よ
り
他
方
は
消
滅
す
る
(
パ
ウ
ル
ス
法
文
)
が
、

一
方
の
訴
権
で
し
か
訴
求
さ
れ
え
な
い
レ
ス
に
あ
っ
て
は
一
方
の

訴
権
行
使
に
よ
り
他
方
は
消
滅
せ
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
ウ
ル
ピ
ア
ヌ

ス
は
、
組
合
訴
権
が
提
起
さ
れ
て
も
共
有
物
分
割
訴
権
は
消
滅
し

な
い
と
述
べ
て
い
る
(
な
お
、
現
在
伝
わ
る
史
料
と
ス
テ
フ
7

ノ

ス
の
記
述
を
比
べ
る
と
訴
権
の
順
番
が
逆
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は

立
ち
入
ら
な
い
)
の
で
あ
る
。

こ
の
説
明
に
対
し
、
宮

4
・穴

g
E之内ロ
N

巳
巾
『
〉

E
S
S
E
a

F
3
8
2
F
S
S
-
∞
-z。
は
、
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
の
説
は
後
古
典

期
の
実
体
法
的
思
考
の
説
明
に
な
っ
て
も
、
古
典
期
の
訴
権
法
的

思
考
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
と
批
判
し
、
両
訴
権
は
レ
ス
が
異
な

る
(
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
法
文
の
「
な
ぜ
な
ら
」
以
下
参
照
)
た
め
、

原
則
的
に
は
一
方
の
訴
権
行
使
に
よ
り
他
方
は
消
滅
し
な
い
(
ウ

ル
ピ
ア
ヌ
ス
法
文
)
が
、
例
外
的
に
(
抗
弁
に
よ
り
訴
訟
上
)
消

滅
す
る
(
パ
ウ
ル
ス
法
文
)
と
い
う
(
後
注
臼
で
述
べ
る
組
合
訴

権
と
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
訴
権
の
競
合
と
同
様
の
)
関
係
に
あ
る
と

解
す
る
。

(叩
)
d
e
-

ロコ
-
N
E
(
g
p
u
)
〔
共
有
物
を
横
領
し
た
組
合
員
は
窃

盗
訴
権
と
同
様
に
〕
組
合
訴
権
に
も
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
一
方
の
訴
権

行
使
に
よ
り
他
方
は
消
滅
し
な
い
。
同
じ
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
誠
意
訴
訟

に
つ
い
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

E
z
-
u

コN
品
。
(
め
的
ち
・
)
一
小
作
人
も
、
事
務
管
理
者
も
、
我
々

の
委
任
を
行
な
っ
た
者
も
、
さ
ら
に
後
見
人
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
法
文
か
ら
、
組
合
訴
権
と
窃
盗
訴
権
は
一
方
の
訴
権

行
使
に
よ
り
他
方
が
消
滅
し
な
い
(
一
方
の
訴
訟
の
効
果
が
他
方

に
影
響
せ
ず
、
い
ず
れ
の
訴
訟
に
お
い
て
も
勝
訴
す
る
こ
と
が
可

能
)
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
『

4
・

寄
与
三
『

gN
戸

E
E
-
ω
'
お
吋
門
参
照
。

(日
)
C
S
-
0
・
H
N
N
2
・胃・

3
c
m
ち
)
一
し
か
し
、
私
が
窃
盗
を
原
因
と

す
る
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
は
、
よ
り
大
き
な
利

益
が
私
に
な
い
限
り
、
組
合
訴
権
は
消
滅
す
る
。

本
法
文
の
「
よ
り
大
き
な
利
益
が
私
に
な
い
限
り
」
と
い
う
文

章
は
、
よ
り
大
き
な
利
援
が
あ
る
場
合
に
は
例
外
的
に
組
合
訴
権

が
消
滅
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
文

北法44(6・431)1843 



料

章
は
通
常
は
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
と
解
さ
れ
て
い
る
(
詳
し
く
は

宮
早
宮
丹
参
照
)
の
で
、
組
合
訴
権
と
窃
盗
を
原
因
と
す
る
不
当

利
得
返
還
請
求
訴
権
は
、
一
方
の
訴
権
を
提
起
す
れ
ば
他
方
は
消

滅
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
詳
し
く
は

円、虫、
u
コ
宍
D
ロrE『円巾ロN-Yω・]一円。同・#俊昭…。

(
臼
)
c
q
'
u
a
H叶

N
・
2
H
(
ω
c
m
白
F
e
)
一
組
合
員
が
共
有
財
産
に
損
害
を
与

え
た
場
合
は
、
彼
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
訴
権
に
拘
束
さ
れ
る
と
、
ケ
ル

ス
ス
、
ユ
け
ん
ア
ヌ
ス
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
書
い
て
い
る
。

E
E
目
。
コ
N
品
∞
(
。
的
問
U
)
一
〔
た
と
え
ば
事
務
を
行
な
う
奴
隷
を
傷

つ
け
、
あ
る
い
は
死
亡
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
組
合
員
が
組
合
に
損
害
を

与
え
た
場
合
は

(
C
S
・
o-
コ
N
・
3
3
H
a
)
〕
彼
は
組
合
訴
権
に
も

拘
束
さ
れ
る
。

E
E
-
-
O
H
4
N
印
。
(
め
印
ち
・
)
い
し
か
し
、
組
合
訴
権
に
お
い
て
原
告

は
一
方
の
訴
権
〔
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
訴
権
〕
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
(
円
S
R
A
E
Z
『
)
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
の

訴
権
〔
組
合
訴
権
と
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
訴
権
〕
も
物
の
追
求
を
目
的
と
し
、

窃
盗
訴
権
の
よ
う
に
単
に
罰
を
目
的
と
す
る
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
最
後
の
法
文
に
つ
き
r
d
-
F
=
E
『
2
5
戸
∞

-
S『円

は
、
g
E
S
E
-
Z
「
の
主
語
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
訴
権
の
被
告
(
加

害
者
)
で
あ
る
と
す
る
(
加
害
者
が
組
合
訴
権
を
提
起
し
て
、
抗

弁
を
得
る
?
)
が
、
素
直
に
巳
以
下
が
主
語
で
あ
る
と
解
し
て
も

r
d
説
(
組
合
訴
権
と
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
訴
権
は
一
方
を
提
起
し

て
も
他
方
は
消
滅
し
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
例
外
的

資

に
訴
訟
上
消
滅
す
る
)
と
は
矛
盾
し
な
い
(
g
口
忠
告
再
三
の
主
語

を
被
告
と
解
す
る
必
然
性
は
必
ず
し
も
な
い
)
よ
う
に
思
わ
れ
た

の
で
、
そ
の
よ
う
に
訳
出
し
た
。

(
臼
)
者
】
g
n
r
F
m
o
n
z
g
p
ω
・
品
。
・

(
日
)
名
目
RW
円
宮
「
・
ω
2
5
曲
印
・
ω
印
0
・

(
日
)
者
克
巳
宮
『
・
ω
2
5同タ

ω・印
0
・

(
日
)
ぎ
5
R
r
2
・
ω
c
n芯
g
∞-ω・印{)

(
訂
)
者
片
山
内
宮
「
-
m
O
2
2
8
・
ω
印
(
)
『
:
な
お
、
本
文
で
ま
と
め
た
よ
う

な
サ
ビ
ヌ
ス
『
市
民
法
』
の
シ
ス
テ
ム
は
サ
ピ
ヌ
ス
独
自
の
も
の

で
な
く
、
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
も

の
で
あ
る
と
巧
5
R
E
「
は
見
る
3
2
5
S
F
∞
・
2
ご
。

(
日
)
木
庭
顕
(
∞
円
F
5
5
2
4
の
E
コ8
2
5
U
F
E
z
-
-
白
『
D
呂
田
『
3
5
・

z
t
n
p
H
C
∞
叶
の
紹
介
)
『
国
家
学
会
雑
誌
』
一

O
五
巻
コ
了
四
号

(
一
九
九
二
)
一
四
九
頁
下
段
に
お
け
る
叙
述
「
円
2
8
ユE
旨
か
ら

『
組
合
』
ま
で
の
ス
ペ
ク
ト
ル
を
.
8
丘
町
E
M
.
に
よ
っ
て
観
念
し
て

し
か
し
決
し
て
古
い
諸
層
の
性
格
を
抹
消
し
な
い
」
も
同
趣
旨
と

恩
わ
れ
る
。
さ
ら
に
「
重
層
性
」
の
意
義
に
つ
き
、
木
庭
顕
「
政

治
的
・
法
的
観
念
体
系
成
立
の
諸
前
提
」
岩
波
講
座
『
社
会
科
学

の
方
法
町
社
会
変
動
の
中
の
法
』
(
一
九
九
三
)
二
三

O
頁
も
参

照
0
8
2
2
8
の
起
源
に
つ
き
、
さ
し
あ
た
り
前
注
却
お
よ
び
対

応
本
文
、
前
注
幻
、
後
注
師
、
後
注
訂
対
応
本
文
参
照
。

(
印
)
ぎ
広
田
町
宮
『
・
ω
2
5
C
M
-
∞
-
E
R
-
-

(印)「巾同国内
f

開
門
町
内
門
巴
富
司
巾
『
円
】
巾
Z
Z
ヨ
・
ω
・
〉
=
戸
・
]
E
N
戸
ω
ω
ψ
斗
・
「
巾
口
市
戸
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の
推
測
に
よ
れ
ば
、
告
示
板
に
は
第
一
に
全
財
産
の
組
合
に
つ
い

て
の
方
式
書
が
、
第
二
に
相
続
人
を
被
告
と
す
る
方
式
書
が
掲
げ

ら
れ
て
い
た
が
、
以
下
の
本
文
で
は
行
論
の
必
要
上
、
前
者
だ
け

を
訳
出
し
た
。
な
お
、
永
久
告
示
録
お
よ
び
そ
の
再
構
成
に
つ
き

吉
原
達
也
「
永
久
告
示
録

E
E
Z
B
3召
2
E
B
の
再
構
成
に
つ

い
て
(
一
)
(
二
)
(
三
・
完
)
」
『
法
学
論
叢
』
一

O
四
巻
二
号
(
一

九
七
八
)
六
頁
、
同
六
号
(
一
九
七
九
)
六
一
頁
、
同
一

O
六
巻

一
号
(
一
九
七
九
)
三
四
頁
お
よ
び
同

J
z
m
z
z
g
の包
-
5

9
8
2
つ
い
て

1
1
2
5
5
F『
E
E
B
と
の
関
連
で

l
l

(
一
)
(
二
)
(
三
・
完
)
」
『
広
島
法
学
』
七
巻
一
号
(
一
九
八
三
)

八
七
頁
、
同
二
号
(
一
九
八
三
)
三
五
頁
、
同
四
号
(
一
九
八
四
)

七
一
頁
参
照
。

(
臼
)
方
式
書
の
各
構
成
部
分
に
つ
き
原
田
・
前
掲
書
(
注
6
)
三
八

七
貰
以
下
参
照
。

(
臼
)
厳
密
に
言
え
ば
、
後
半
部
分
の
再
構
成
は
、
方
式
書
の
文
言
が

す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
前
半
部
分
の
再
構
成
と
完

全
に
「
同
じ
」
で
は
な
い
が
、
方
式
書
の
各
文
一
言
を
契
機
と
し
て

事
案
の
変
奏
曲
を
展
開
す
る
『
告
示
注
解
』
を
再
構
成
す
る

巧
-gnr『
の
作
業
が
法
学
的
思
考
様
式
の
古
典
的
形
態
(
前
注
お

お
よ
び
対
応
本
文
参
照
)
を
描
き
出
す
も
の
と
思
わ
れ
る
点
は
共

通
で
あ
る
た
め
、
前
半
部
分
に
引
き
続
き
、
後
半
部
分
の
再
構
成

も
丹
念
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

(
臼
)
巧
5
R
r
q
-
ω
0
2
2
8・
∞
足
戸

ω目

S
R

(
臼
)
以
下
で
は
、
三
大
『
告
示
注
解
』
の
う
ち
、
史
料
の
数
が
も
っ

と
も
多
く
者
お
R
Z『
が
主
た
る
分
析
対
象
と
し
て
い
る
ウ
ル
ピ

ア
ヌ
ス
『
告
示
注
解
』
一
一
一
一
巻
を
中
心
に
当
Z
R
W
2
に
よ
る
再

構
成
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
に
見
ら
れ
る
傾
向
は

パ
ウ
ル
ス
『
告
示
注
解
』
三
二
巻
に
お
い
て
も
(
な
お
、
ガ
イ
ウ

ス
『
属
州
告
示
注
解
』
一

O
巻
は
史
料
の
数
が
少
な
く
、
再
構
成

は
困
難
と
さ
れ
る

o
F
2
2
8・
ω・
。
。
)
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
0

4
〈
F

巾白内
r巾「・∞。円
F

巾門知山岨

ω
・。。-二一.

(
出
)
当

-gnZ『・印
D

円
F
2
8
・
ω
・
2
な
お
、
ガ
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
』

の
叙
述
の
開
始
も
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
『
告
示
注
解
』
二
二
巻
と
同
様

で
あ
る
。
∞
2
5
Z回・
ω・。
AH

・〉・

ω唱
の
包
-
Z
2・
ω・H
A
E
-

(侃

)
g
z
R
r
R
-
ω
。
2
2
g
-
∞
・
宏
同
じ
脈
絡
に
属
す
る
法
文
と
し
て

さ
ら
に
弓

ωω
が
掲
げ
ら
れ
る
が
、
本
法
文
は
改
貧
さ
れ
て
い
る

た
め
そ
の
本
来
の
内
容
が
不
明
と
さ
れ
る
(
古
い
伝
統
に
従
え
ば

こ
の
法
文
も
財
産
共
同
体
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
も
推
測
さ
れ

る
が
)
の
で
、
こ
こ
で
は
司
『
印
N

買
・
だ
け
を
掲
げ
る
こ
と
に
す

る
。
な
お
、
当
弓
白
円
}
内
市
『
は
、
日
J
・印
N

・
習
が
明
『
・

5-
司『
-
N
ω

目)『

と
同
じ
問
題
、
す
な
わ
ち
あ
る
組
合
員
が
他
の
組
合
員
の
同
意
な

く
第
三
者
を
組
合
に
加
入
さ
せ
た
場
合
の
法
律
関
係
(
後
注
回
参

照
)
を
扱
っ
て
い
る
と
す
る

3
2
5
g印岨
ω
・
め
と
が
、
こ
れ
は
明

ら
か
に
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
吋
『
H
m
y

司同
-
N
ω

烹
・
と
同
じ

問
題
を
扱
う
の
は
司
『
-
N
O
(
後
掲
)
で
あ
ろ
う
。

(
肝
)
当

FEn-お『
-ωD己巾
g
p
∞めム・

北法44(6・433)1845 



宇十

(
回
)
本
法
文
の
脈
絡
に
つ
き
前
掲
(
三
(
一
)
本
文
)
?
・

5
お
よ

ぴ
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
法
文
参
照
。

(的

)
d
5
2円
r
q
-
F巳
2
8・
ω
宏氏・

(
刊
)
要
戸
市
民
宮
『
・

ω
0
2
2
8・∞・

5
同・・者戸市
R
r
R
は
後
古
典
期
の
諾
成

契
約
理
論
(
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
の
前
提
と
な
り
そ
の
影
響
を
受

け
た

i
!
こ
の
点
が
巧
お
R
r
q
に
よ
り
批
判
さ
れ
る

l
ー
当
時

の
ロ

l
マ
法
研
究
の
通
説
的
見
解
の
前
提
と
も
な
っ
た
)
に
つ
き

詳
論
す
る

(
ω
2
5
8・
ω・叶
ω町
内
・
)
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

(n)
巧
芯
R
r
2・
F
2
2
8・
ω

g・

(η)
者
芯
R
r
q
-
r
2
2
8・
ω
。印・

(
日
)
原
文
は
言
広
三
回

2
5
0胃
z
m
R
C由
市
山
ケ
〈
巾
E
B
g
g
g
で
あ

る
。
こ
の
箇
所
は
書
き
損
じ
ら
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
古
く
か
ら
数
多

く
の
改
銀
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は

-
E
-
F寸
参
照
。

筆
者
と
し
て
は
、
前
の
文
章
に

R
R
S
8
2白
B
Z
と
あ
る
こ
と
か

ら、
M
W

『巴凹《〈巾
v

と
す
る
説
に
与
し
た
い
気
も
す
る
が
、
本
文
で
は

さ
し
あ
た
り
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
が
な
い
も
の
と
し
て
訳
出
し
た
。

(
叫
)
「
保
管
責
任
」
に
つ
き
小
菅
芳
太
郎
「
ク
ス
ト
デ
ィ
ア
(
保
管
・

監
護
)
責
任
覚
書
」
『
北
大
法
学
論
集
』
三
九
巻
五
・
六
号
(
一
九

八
九
)
一
ム
ハ
六
七
頁
参
照
。

(
内
)
こ
れ
ら
の
法
文
の
本
来
の
脈
絡
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

gtよ巾酎円}間内『・

ω。円同市片即日・∞
-

A
凶

ω・

(河

)
5
2
n
E戸
ω
0
2
2
F
∞・

2目

(
打
)
巧

-
m
R
r
q
-
F
2
2
8・∞

2
・

資

(
刊
印
)
活
再
白
円
宵
巾
『
・

ω。円国内
g
∞-ω

⑦
印
・
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
叙
述
の
動
機
が

コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
に
あ
る
と
推
定
す
る
根
拠
法
文
を
巧
5
R
r
2

は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
司
『
・
印
N

。
(
前
掲
)

と
、
兄
弟
聞
の
コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
に
お
け
る
賃
金
の
分
担
に
関
す

る
早
・
印
N

∞
で
あ
ろ
う
。

(円

)
g
-
Z円
rq-
∞
cn-28・
ω・
。
日
言
う
ま
で
も
な
く
古
典
法
家
が

「
法
律
行
為
」
と
い
う
概
念
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

(
別
)
岩
戸
市
R
E
F
F
2
2
8・
ω'
。。・

(
別
)
本
法
文
が
ど
こ
に
位
置
す
る
か
は
巧
-
m
R
r
q
の
叙
述
か
ら
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
費
用
の
清
算
に
か
か
わ
る
法
文
で
あ
る
た
め
、

筆
者
の
判
断
で
こ
こ
に
訳
出
し
た
。
さ
ら
に
、
本
来
の
脈
絡
か
ら

切
り
除
さ
れ
て
は
い
る
が
、
組
合
員
が
出
費
し
た
医
療
費
の
清
算

に
関
す
る

F

E

が
本
法
文
に
続
く
も
の
と
推
定
さ
れ
る
o

g
戸市島円宵巾『・∞
o
n
】巾門町岡山・

ω.
。。

(
沼
)
な
お
、
者
芯
M
W

円
r
q
-
F
2
2
8・
∞
め
め
に
よ
れ
ば
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ

ス
『
告
示
注
解
』
の
叙
述
は
さ
ら
に
「
生
活
資
保
留
の
利
益
」
へ

と
進
み
(
司
・

8
・
ミ

1
3
、
続
い
て
組
合
員
の
相
続
人
を
組
合
訴

権
の
被
告
と
す
る
方
式
書
の
注
釈
へ
と
進
む
(
司
『

8
・
∞
ゆ
)
。

し
か
し
、
こ
の
部
分
は
巧
Z
R
r
q
が
指
摘
す
る
告
示
注
解
体
系

の
全
体
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
で
な
い
(
重

要
な
の
は
「
請
求
原
図
表
示
」
と
「
請
求
表
示
」
の
部
分
)
と
判

断
し
た
た
め
、
詳
細
な
紹
介
は
省
略
し
た
。
訳
語
に
つ
き
、
さ
し

あ
た
り
江
南
・
前
掲
訳
書
(
注
国
)
四
一
九
頁
以
下
参
照
。
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Gai. Inst. 3. 149について

(
部
)
当
-
g
n
r
q
-
ω
2
5
8・
ω・斗()円

(
担
)
古
典
文
献
を
当
時
の
脈
絡
で
理
解
す
る
と
い
う
パ
リ
ン
ゲ
ネ
シ

ア
の
方
法
自
体
は
ク
ヤ
キ
ウ
ス
以
来
の
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。

ク
ヤ
キ
ウ
ス
(
キ
ュ
ジ
ャ
ス
)
と
彼
の
ロ

l
マ
法
研
究
の
特
徴
に

つ
き
船
田
享
二
『
ロ

l
マ
法
(
改
訂
版
)
第
一
巻
』
(
岩
波
書
庖
、

一
九
六
八
)
五
三
三
頁
以
下
、

o
z
i号
室

R
E
P
Eえ
2
5
E

門戸『
C
H
仲間吋白ロ円曲
F

日

ι吊
目
。
ユ
悶
-
口
市
印
酔
-
白
河
骨
〈
D
-
E
巴口口・]戸市山品∞・℃・品
ω
。

(
オ
リ
ヴ
ィ
エ
|
マ
ル
タ
ン
(
塙
浩
訳
)
『
フ
ラ
ン
ス
法
制
史
概
説
』

(
創
文
社
、
一
九
八
六
)
六
三
三
頁
)
な
ど
参
照
。

(回

)
8
2
2
8
が
コ
ン
ソ
ル
チ
ウ
ム
に
由
来
す
る
と
い
う
結
論
自
体

は
す
で
に
常
識
化
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
こ
の
点
に
つ
き
原
田
・

前
掲
書
(
注
6
)

一
九
六
頁
、
船
田
・
前
掲
書
(
注
6
)
二
O
七

頁
以
下
、
柴
田
・
前
掲
訳
書
(
注
6
)
三
五
五
頁
参
照
。
さ
ら
に

本
稿
前
注
却
、
前
注
幻
、
前
注
問
、
後
注
訂
対
応
本
文
参
照
。

(
部
)
前
注
幻
参
照
。

(
訂
)
者
】
巾
但
内
W
2・
rn-ageω
・
叶
宮
回
目

5
・

(
部
)
巧
は
白
内
r
2・
ω
0
2
2
8・∞
-
N
E
H同:

(
卸
)
前
注
目
参
照
。

(
叩
)
本
稿
二
で
見
た
よ
う
に
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
『
法
学
提
要
』

に
お
い
て
は
こ
の
部
分
(
条
件
)
が
損
益
の
不
均
衡
な
分
配
の
合

意
を
許
す
理
由
と
な
る
。

(
引
)
者

-
z
n
r
2・
F
2
2白
タ
∞

-NER--

(
但
)
者

5
R
Z『
-
F
2
2
8・
ω
N
S・

(
m
m
)

出口『回
w-
河白
2
0
口市凹・

ω
回目。同・

(
川
出
)
者
芯
mw
円宮『・

ωN・
ωω
品。『:

(
何
)
ぎ

5
R
r
2・∞
N-
∞・

ω品市山

(
M
m
)

法
概
念
と
事
実
の
距
離
感
の
違
い
は
別
の
局
面
で
も
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
い
わ
ゆ
る
「
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
「
証
明
の
プ
ロ
セ
ス
」

に
つ
き
、
出
。
「
由
F
E
E
C口市凶・

ω
色
『
が
両
者
の
峻
別
の
必
要
性
を

強
調
す
る
の
に
対
し
、
巧

-Z円
宮
ア

ωN-ω
・品

ωN
は
ロ

l
マ
の
法
発

見
に
お
い
て
は
両
者
の
峻
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
の
点
に
つ
き
前
掲
拙
稿
(
注
7
)

一
四
四
頁
以
下
段
参
照
。
よ

り
一
般
的
に
は
平
井
宣
雄
『
法
律
学
基
礎
論
覚
書
』
(
有
斐
問
、
一

九
八
九
)
二

O
頁
以
下
(
初
出
は
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
九
一
九
号
(
一

九
八
八
)
七
四
頁
)
参
照
。

(

巾

別

)

当

5
2
r
2
4
〈口
B
Zヨ
gnF巾口問
R
F
F
N
-
〉
E
2
・
5
2
-
∞

E
H
'

(
問
)
図
。
『
白
F
E
C
g
m
p
ω
-
E∞
ロ
・
出
。
『
白
F
E
z
g
g
'
∞
-
E∞
は
法

概
念
の
明
確
性
を
主
張
す
る
説
と
し
て
宅
5
R
r
q
-
白血・

0
・
と
並

ん
で
穴
曲
目
巾
戸
河
む
昌
広
円
}
】
巾
河
内
内
宮
田
四
一
巾
凹
円
F
R
Z
P
N
〉巴ロ

-H
也市山戸

ω

コ
品
を
引
用
す
る
。
同
8
2
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「ロ
l
マ
の
法
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
諸
要
素
を
観
察
し
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
ご
く
自
然
に
『
法
形
象
』
と
呼
ぴ
う
る
よ
う
な
徐
々
な
現
象

が
見
ら
れ
る
。
共
同
生
活
上
の
所
与
の
も
の
|
|
た
と
え
ば
家
と
い
う

結
び
付
き
、
婚
姻
、
後
見
、
所
有
権
、
相
続
、
そ
の
他
多
く
の
〔
現
象
〕

ー
ー
や
、
さ
ら
に
は
人
間
の
行
為
I
1
方
式
を
要
す
る
行
為
・
要
し
な
い

行
為
と
い
っ
た
正
当
な
も
の
で
あ
れ
、
不
法
行
為
そ
の
他
と
い
っ
た
〔
不

北法44(6・435)1847



料

法
な
〕
も
の
で
あ
れ

i
ー
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
生
活
〔
か
ら

生
み
出
さ
れ
た
〕
形
成
物
は
す
べ
て
、
そ
の
効
果
と
限
界
が
精
確
に
画

定
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
〔
形
成
物
〕
は
、
こ
れ
を

構
成
す
る
・
あ
る
い
は
こ
れ
に
通
用
す
る
個
々
の
準
射
が
互
い
に
調
整

さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
実
生
活
に
お
い
て
よ
ど
み
な
く
機
能
す
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
精
密
に
整
え
ら
れ
た
概
念
体
系
と
い
っ
た
も

の
に
こ
れ
ら
〔
形
成
物
〕
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
」

出。
z
r
は
こ
の
叙
述
(
と
り
わ
け
第
三
の
文
章
)
か
ら
同

8
2

が
法
概
念
の
明
確
性
を
主
張
し
て
い
る
と
理
解
す
る
が
、
筆
者
に

は
(
本
文
で
述
べ
る
当
Z
R
Z『
説
の
理
解
と
同
様
)
穴
読
め
『
の
真

意
は
そ
こ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
最
後
の
文
章
(
概
念
体
系
の
欠
如
)

に
あ
る
(
つ
ま
り
事
案
集
積
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
法
概
念
の
意

義
を
強
調
す
る
者
芯
R
Z「
説
と
は
力
点
が
大
い
に
異
な
る
)
よ

う
に
恩
わ
れ
る
。
な
お
、
関

g
q
説
に
つ
き
出
。
『
白
r
-
P
国・
0
・〉
-
N

で
引
用
さ
れ
る
宍
8
2・
N
Z
二
ロ
『
回
目
C
M
n
宮
内
ロ
叶
巾
『

EE-cm-巾島内『

河内

M
S
2
5・∞同盲目出
O

ロE
F

H

句。印・

ω・
ゅ
三
円
(
図
。
『
担
昨
は
こ
こ
で
も

国
内

8
2
説
を
上
述
の
ご
と
く
理
解
す
る
)
参
照
。
さ
ら
に
カ

l
ザ
(
塙

浩
訳
)
「
ロ

l
マ
的
発
見
の
方
法

i
!
体
系
的
演
線
的
法
認
識
と
の

対
比
に
お
け
る
経
験
的
直
観
的
認
識
|
|
」
『
摂
大
学
術
』
ぽ
『
・
∞

Z
O
目
∞
(
一
九
九

O
)
一
一
一
一
一
頁
も
参
照
。

(
的
)
図
。
『
白
骨
の
批
判
に
対
し
当
5
2
r
m『
は
、
反
論
を
展
開
す
る
ど
こ

ろ
か
、
個
々
の
法
文
に
即
し
て
法
概
念
を
洗
い
直
す
出
。
『
呉
の
作

業
(
お
よ
び
作
品
全
体
)
を
|
|
出
口
『
美
の
仕
事
か
ら
刺
激
を
受

資

け
た
t
さ

g円
r
巾
『
が
相
次
い
で
論
文
を
書
い
て
い
る
(
さ
し
あ
た

り
本
稿
注
7
お
よ
び
注
4
で
引
用
し
た
文
献
を
参
照
)
ほ
ど

|
1

非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。
国
o
z
w
の
批
判
は
宅

-gnZ『
に
と

っ
て
批
判
に
は
当
た
ら
ず
、
む
し
ろ
か
つ
て
の
自
説
を
敷
延
し
て

く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
現
代
ロ

l
マ

法
研
究
(
お
よ
び
法
学
方
法
論
)
の
流
れ
が
基
本
的
に
こ
の
方
向

1

1
筆
者
の
理
解
で
は
、
か
つ
て
ぎ

5
尖
巾
『
が
主
張
し
(
前
注
町

対
応
本
文
参
照
)
Z
o
z
r
が
敷
桁
し
た
(
前
掲
拙
稿
(
注

7
)

一

四
五
頁
以
下
参
照
)
方
向
ー
ー
に
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
ネ
ル
・
前

掲
論
文
(
注
お
)
八
九
五
頁
、
前
掲
拙
稿
(
注
お
)
二
五
七
二
頁

以
下
な
ど
参
照
。

(
瑚
)
本
稿
注
お
お
よ
び
対
応
本
文
参
照
。
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